
令和７年度 第３回 弥富市小学校再編委員会 次第 
令和８年３月１２日（木）１８：００～ 

弥富市役所 ４階 防災会議室 

１ 開 会 

 

２ 教育長あいさつ 

 

３ 委員長あいさつ 

 

４ 報告・協議事項 

（１）各部会から ※「検討部会における今後の見通しについて」【資料１】 

① 学校運営部会 

・ 校歌について【資料２】 

 ・ 学校経営案の策定について【資料３】 

 ・ 日課とカリキュラムマネジメントについて 

 ・ 修学旅行について 

 ・ 卒業アルバムについて 

 ・ 閉校イベントについて 

② 教育計画部会 

   ・ 部会の開催について 

   ・ 交流活動について【別紙資料：小学校再編だより】 

   ・ 令和９年度４小学校合同野外活動について 

  ③ 施設資料部会 

   ・ 部会の開催について 

 ・ 建設工事について【資料４】 

 ・ プール（水泳指導業務委託）について 

④ 通学路スクールバス部会 

   ・ 部会等の開催について 

・ スクールバスの進捗について 

・ バス停候補地改定案について【資料５】 

 ・ 通学路危険箇所に係る各種申請書作成について【資料６】 

 ・ よつば小学校開校時における「児童クラブの利用・下校時のスクールバス利 

用」についての意向調査について【資料７】 

 ・ 徒歩通学圏における通学路の検討・作成について 

⑤ 地域学校協働部会 

   ・ ＰＴＡ組織運営の検討について【資料８】 

   ・ 地域学校協働活動について 

 



（２）その他 

・ 小学校再編に向けた進行計画について【資料９】 

 

５ 意見交換 

 

 

６ 連絡依頼事項 

（１）次年度の再編委員会について 

 

（２）その他 

 

７ 閉 会 



検討部会における今後の見通しについて 

 2026.3.12 第３回小学校再編委員会 

学校運営部会 

これまでの経過報告 

＜部会等の開催について＞ 

・ １０月３１日（金）第１回校歌制定委員会  ※ 栄南小 

・ １２月 １日（月）校歌制定委員会中学生ワークショップ※ 弥富中 

・ １０月 ９日（火）第２回校歌制定委員会  ※ 栄南小 

・  １月２１日（水）第１回校歌制定委員会ＷＧ※ 栄南小 

・  ２月 ６日（金）第２回校歌制定委員会ＷＧ※ 栄南小 

・  ２月１２日（金）第１回学校運営部会   ※ 栄南小 

・  ２月２６日（木）第３回校歌制定委員会  ※ 栄南小  

＜校歌について＞【資料２】 

・ ３回の弥富市校歌制定委員会と２回の校歌制定委員会ワーキンググ

ループを経て、「よつば小学校」校歌歌詞の草案が出来上がった。これ

を弥富ウインドアンサンブルに渡し、作曲依頼をした。 

＜学校経営案の策定について＞【資料３】 

・ 弥富市小学校再編委員会が弥富市教職員会各協議会等に、それぞれの

専門性に基づいた計画草案作成を委託することで、弥富市立小中学校の

総力をもって「よつば小学校」学校経営案の策定に向かう。 

・ 弥富市立小中学校に勤務する教職員が当事者意識をもって小学校再編

業務に携わる契機とする。また、各小中学校の学校経営案を見直す契機

ともする。 

・ 「よつば小学校」開校２年前に学校経営案を策定することで、小学校

再編業務における諸課題を整理し、弥富市小学校再編委員会の審議に資

する。 

＜日課とカリキュラムマネジメントの検討＞ 

・ スクールバスの利用に合わせた、全学年の下校時刻をそろえるための

日課設定を検討している。 

・ 現行教育課程における単位授業時間の柔軟な設定検討する。 

・ 「よつば小学校」として特色ある学びを創造する。 

今後の見通しについて 

＜校歌について＞【資料２】 

・ 第４回校歌制定委員会 令和８年４月予定（進行による） 

 ヤトミウインドアンサンブルにより制作されている楽曲についての

中間協議、以後の進め方の検討 

・ 「よつば小学校」校歌の発表 

  令和９年６月上旬に開催される「弥富市青少年健全育成大会」におい

て、再編４小学校児童の歌唱、ヤトミウインドアンサンブル伴奏により

資料 １ 



披露する。そのために、令和８年中に音源を配付し、再編対象４小学校

の交流活動において歌唱練習する。 

＜学校経営案の策定について＞ 

・ ４月 市校長協議会において弥富市教職員会各協議会への委託 

・ 作成組織による検討・審議令和８年１０月末までに以下を完了。 

 ① 弥富市教職員会各協議会を招集し、「よつば小学校」学校経営案策

定の方向性について周知し、作成に向けた計画を立てる。 

 ② 弥富市教職員会各協議会において、原案を作成し、審議する。 

 ③ 弥富市教職員会各協議会担当校長は、弥富小学校再編委員会各部会

長や教育委員会事務局と相談の上、各原案を完成させる。 

 ④ 弥富市教職員会各協議会担当校長は、教育委員会事務局（学校運営

部会主務：次長）に完成した草案データを提出する。 

 ⑤ １２月に教頭協議会により「よつば小学校学校経営案草案」につい

て審議する。各教頭は、「よつば小学校学校経営案草案」を自校の学校

経営案の改訂の参考として生かす。 

 ⑥ 令和９年１月に校長協議会により「よつば小学校学校経営案草案」

について審議する。各校長は、「よつば小学校学校経営案草案」を自校

の学校経営案の改訂の参考として生かす。 

＜日課とカリキュラムマネジメントの検討＞ 

・ 教育計画部会・通学路スクールバス部会等と協働しながら、新しい日

課や特色ある地域に開かれた教育課程等について検討する。 

 

＜その他＞ 

・ 令和１０年度からの修学旅行委託業者選定に向けて 

・ 令和１０年度からの卒業アルバムの作成委託業者選定に向けて 

・ 令和９年度末 再編対象小学校閉校地域記念イベントの計画について 

教育計画部会 

これまでの経過報告 

＜部会の開催について＞ 

・ １２月 ３日（水）第３回教育計画部会 ※ 大藤小 

・  ２月２４日（火）第４回教育計画部会 ※ 大藤小 

＜交流活動について＞【別紙資料：小学校再編だより】 

・ １０月２８日（火）１年生「わくわく交流会」 ※ 十西小 

・ １１月１８日（火）６年生「４小合同防災キャンプ」 ※TKE スポセン 

・ １２月１８日（木）４年生「わくわく交流会」 ※ 十西小 

・  １月１４日（水）３年生「わくわく交流会」 ※ 栄南小 

・  ２月１８日（水）２年生「わくわく交流会」 ※ 大藤小 

・  ２月２５日（水）５年生「わくわく交流会」 ※ 十東小 

＜その他＞ 

・ 令和９年度４小学校合同野外活動について 

 



今後の見通しについて 

＜部会の開催について＞ 

・ ４月９日（木）令和８年度第１回教育計画部会 ※ 市総合社教センター 

施設資料部会 

これまでの経過報告 

＜部会の開催について＞ 

・ １２月１１日 第３回施設資料部会を実施 

※備品台帳の整備、作業スケジュール等の協議 

＜よつば小学校新築校舎建設進捗状況について＞【資料４】 

・ 起工式からの工事の進捗について 

今後の見通しについて  

＜よつば小学校の建設（令和８年度）について＞ 

・ 令和８年度に増築棟の工事終了 

・ 夏休み期間中に既存校舎の一部（理科室等）を改修 

・ プール（水泳指導業務委託）について  

※令和８年度十四山西部小で実施 

通学路 

スクールバス 

部会 

これまでの経過報告 

＜部会等の開催について＞ 

・ １２月２２日（月）第２回通学路スクールバ部会 ※ 栄南小 

・ １月９日（金）よつば小学校徒歩通学路・スクールバスに係る大藤小

PTA 役員会 ※ 大藤小 

・ ２月１３日（金）よつば小学校徒歩通学路・スクールバスに係る十四

山東部小 PTA 役員会 ※ TKE スポセン 

・ ２月２６日（木）よつば小学校徒歩通学路・スクールバスに係る十四

山東部小 PTA 役員会 ※ 十四山東部小 

＜スクールバスの進捗について＞ 

・ バスの台数について 

・ バスの運行について 

今後の見通しについて 

＜バス停・通学路について＞ 

・ バス停候補地改定案について【資料５】 

・ 通学路危険箇所に係る各種申請書作成等について【資料６】 

・ よつば小学校開校時における「児童クラブの利用・下校時のスクール

バス利用」についての意向調査について【資料７】 

・ 徒歩通学圏における通学路の検討・作成について 

地域学校協働

部会 

これまでの経過報告 

＜部会の開催について＞ 

・ １１月１７日（月）第１回地域学校協働部会  ※ 十西小 

・  １月３０日（金）第２回地域学校協働部会  ※ 十西小 

＜ＰＴＡ組織運営の検討について＞【資料８】 

・ 「よつば小学校ＰＴＡ規約」、「よつば小との業務委任契約」「個人情報



取扱規定」「会計規定」の草案が出来上がった。 

・ ＰＴＡの慶弔規定等について、弥富市ＰＴＡ連絡協議会に見直し等を

図る依頼をした。 

今後の見通しについて 

＜ＰＴＡ組織運営の検討について＞ 

・ 令和８年度中に再編関係４小学校単位ＰＴＡにおいて、よつば小学校

ＰＴＡのあり方について周知を図る。そのためにＰＴＡハンドブック

（リーフレット）の作成を進める。 

・ 令和９年４月の関係４小学校単位ＰＴＡ総会において承認を得る。ま

た、令和９年度中によつば小学校ＰＴＡ役員の選出を行う。 

＜地域学校協働活動について＞ 

・ 「地域学校協働活動」を起こすことについて、各地域におけるその素

地を探る。 

 



「よつば小学校」校歌基本構想 
 

 令和１０年４月に開校する「よつば小学校」に、ふるさとにずっと愛される歌をつくる。 

 

１ 「よつば小学校」の教育活動 （令和７年５月小学校再編委員会より） 

 

  ① 命を大切にする教育 

  ② 一人一人に寄り添った教育 

  ③ 地域とともに歩む教育 

 

２ 「よつば」という言葉に込めた願い 

 

  ① ４つの小学校の統合により、子ども達の健全な育成と幸せを願う。 

  ② 道ばたの三つ葉は踏まれると、そこから起き上がって生きようとして葉を一枚増

やして四つ葉となる。「よつば」は「生きる力」とリンクする。 

  ③ 読みやすく、温かみや優しさがあり、低学年や外国籍の子どもにも分かりやすい

ひらがなとしている。 

 

 

 

３ 第１回校歌制定委員会より 

 「よつば小学校」校歌（歌詞づくり）の基本構想につながる主な意見 

  

① 新しい感覚で独自性のある校歌をつくりたい。 

② 大藤小、栄南小、十四山東部小、十四山西部小それぞれの校歌の歌詞や独自で固

有の地域性や歴史などは入れない。 

③ ４つの学校が一つになった（４つの地域が集まった）ことは証として残したい。 

④ 平易で分かりやすい言葉を使いたい。 

  ⑤ 「よつば小学校」として共通の弥富の自然を思い浮かべる風景を取り入れたい。 

 ⑥ 外国籍など、多様な子どもたちを包むものでありたい。英語などの外国語が使わ

れてもよい。 

 ⑦ 全ての「番」に学校名「よつば小学校」を入れたい。 

 ⑧ いつも全ての「番」を歌うことのできる校歌でありたい。 

⑨ 「番」ごとにテーマを設けたい。 

 ⑩ 校歌に題名をつけたい。ただし、歌詞ができあがった雰囲気から検討する。 

 

 

 

資料 ２－① 



４ 「よつば小学校」校歌の基本構成 

校歌に入れたい言葉・フレーズを選ぶための現段階の構想として 

  

（１）４番構成とする 

   １番から３番までは、日常生活や学校行事等で慣れ親しみ歌うものとする。 

   ４番だけは「幻（まぼろし）」の歌とし、６年生だけが卒業式に歌うものとする。 

 

（２）テーマ 

 ・ それぞれの番に「テーマ」を設定する。 

 ・ 「よつば小学校」の校歌においては、「１番」「２番」と呼ばず、「ひとつば」「ふ

たつば」「みつば」「よつば」と呼ぶこととする。 

  

 

＜各テーマ＞ 

ひとつば（一つ葉）：『ひらく みつける』 （花言葉：開拓する、自分に打ち勝つ） 

「わくわくしながらみつける」 

        草むらの中であきらめないで四つ葉を見つけようとする場面 

どこにあるかな？あった！という発見の楽しさとよろこび 

 

ふたつば（二つ葉）：『わをなし わかちあう』 （花言葉：平和、調和） 

「ともだちとわけあう」 

見つけた四つ葉を友達に見せ、いっしょに喜ぶ場面 

「きみがうれしいからぼくもうれしい」という気持ち 

 

みつば （三つ葉）：『のぞむ しんじる あいする』（花言葉：希望、可能性、信頼、愛） 

「ねがいをかける」 

        四つ葉に「すてきなことがありますように」とお願いする場面 

        自分や自分を支える人を信じ抜く気持ち 

 

よつば （四つ葉）：『きづき ひろげる』  （花言葉：幸福、幸運、約束） 

「しあわせにきづく しあわせをひろげる」 

幸せを家族や地域、世界に届けようとする場面 

ありがたみやおかげさまに気付き、自分の力で次の扉を開け進も 

うとする気持ち 

 

    

 『しあわせ』が４つの葉の共通テーマとなる 
 



・ 「ひとつば」から「みつば」は通常の学校生活の
中で歌い「よつば」は卒業式などの特別な場合のみ
に歌う。 

・ 「よつば」の赤字部分は、他とは違う特別な歌詞
とメロディーの部分。ただし、赤字部分が「よつ
ば」のどこに入るかは未定のため、入る可能性があ
る部分を★で示している。 

よつば小学校校歌（案） 
          ※    ：中学生ワークショップ、市民・４小学校への言葉やフレーズ募集より 

※ たくましく：４小学校の校訓・学校教育目標に共通する言葉 

 

①  ひとつば  ひらく みつける  （あえてつけるなら）イメージカラーは 緑 

えがおあふれる まなびやに 

みどりのかぜが わたってる 

やってみようが はじまりさ 

あたらしいゆめ ひらいてく 

しあわせさかせる クローバー 

みらいにはばたく よつばしょう 

 

②  ふたつば  わをなし わかちあう  （同じく）イメージカラーは いろとりどり 

ちがっていても だいじょうぶ 

       ひとりじゃないよ てをつなぎ 

       だれもがきらきら ひかってる 

いろとりどりの よつばのこ 

しあわせさかせる クローバー 

みらいにはばたく よつばしょう 

 

③  みつば  のぞむ しんじる あいする  （同じく）イメージカラーは ひかり（白） 

   どんなときにも あきらめず 

じぶんをしんじ まえむいて 

あゆんでいこう たくましく 

   ひかりあふれる あしたへと 

しあわせさかせる クローバー 

        みらいにはばたく よつばしょう 

 

④  よつば  きづき ひろげる  （同じく）イメージカラーは 青  卒業式に歌う  

 

ゆたかなみずべ はなやとり   

★ あおぞらわたる にじのはし  ※ 差し込みの特別な歌詞とメロディー 

   いのちかがやく やとみのち   

 

かんしゃのおもい つながって 

こころひとつに ささえあう 

あいときぼうの とびらあけ 

あらたなせかいへ とびたとう 

★ 

しあわせさかせる クローバー 

みらいにはばたく よつばしょう 

★ 

資料 ２－② 
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小 

 

 

よ
つ
ば 

豊
か
な
水
辺 

花
や
鳥 

★ 

青
空
わ
た
る 

虹
の
橋 

生
命
輝
く 

弥
富
の
地 

 

感
謝
の
思
い 

つ
な
が
っ
て 

心
ひ
と
つ
に 

支
え
合
う 

愛
と
希
望
の 

扉
あ
け 

新
た
な
世
界
へ 

翔
び
立
と
う 

★ し
あ
わ
せ
咲
か
せ
る 

ク
ロ
ー
バ
ー 

未
来
に
は
ば
た
く 

よ
つ
ば
小 

★ 

・ 

「
ひ
と
つ
ば
」
か
ら
「
み
つ
ば
」
は
通
常
の
学
校
生
活

の
中
で
歌
い
「
よ
つ
ば
」
は
卒
業
式
な
ど
特
別
な
場
合
の

み
に
歌
う
。 

・ 

「
よ
つ
ば
」
の
赤
字
部
分
は
他
と
は
違
う
特
別
な
歌
詞

と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
部
分
。
た
だ
し
、
赤
字
部
分
が
ど
こ
に

入
る
か
は
未
定
の
た
め
、
入
る
可
能
性
が
あ
る
部
分
を
★

で
示
し
て
い
る
。 

・ 

漢
字
が
存
在
し
て
も
、
複
数
の
意
味
を
も
た
せ
る
た
め

な
ど
の
理
由
で
、
あ
え
て
ひ
ら
が
な
に
し
て
あ
る
部
分
が

あ
る
。 

・ 

学
び
舎
（
ま
な
び
や
）、
生
命
（
い
の
ち
）、
翔
び
立
と

う
（
と
び
た
と
う
）
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
そ
の
漢
字
を

用
い
て
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。 

資料 ２－➂ 



令和７年度からの「よつば小学校」校歌制定に向けた進め方 

 

260226 第３回校歌制定委員会 

 

１ 校歌制定に向けた主なスケジュール 

 （１）市民からの歌詞に入れたい言葉・フレーズの募集 ＜７月１８日～８月１８日＞ 

  ・ オンラインフォームから、応募用紙から 

 

 （２）再編４小学校児童のアイデアや思いの募集 

   ・ 全校児童を対象にしたよつば小学校校歌に入れたい言葉・フレーズを募集するための出前授業

の実施 ＜７月１４日栄南小 １５日十東小 １６日十西小 １７日大藤小＞ 

 

 （３）第２回小学校再編委員会 ＜１０月１０日＞ 

  ・ 進捗状況の報告と以後の進め方についての審議 

 

 （４）第１回弥富市校歌制定委員会 ＜１０月３１日 栄南小＞ 

  ・ 弥富市校歌制定委員会委員の委嘱。 

  ・ 「よつば小学校」校歌の基本構想の検討 

・ 校歌制定に向けた進め方の検討  

  

 （５）市定例教育委員会 ＜１１月５日＞ 

  ・ 第１回校歌制定委員会議事について報告 

 

  （６）「よつば小学校」校歌制定中学生ワークショップ ＜１２月１日 弥富中＞ 

   ・ 応募された多数で多様な「校歌の歌詞に入れたい言葉・フレーズ」について、第１回委員会で

話し合われた基本構想に基づき、ワークショップを通して整理・集約・統合し、歌詞として検討

しやすい形に取りまとめる。  

   ・ ワークショップ参加者 

     ① 再編４小学校を卒業し代表する中学生（弥富中学校生徒） 

     ② 弥富市校歌制定委員会委員のうち、参加を希望する者 

     ③ 弥富市校歌制定委員会の庶務（教育部次長）と学校教育課主幹（国語科教諭） 

 

 （７）市定例教育委員会 ＜１２月４日＞ 

  ・ 第２回校歌制定委員会議事について報告 

 

 （８）第２回弥富市校歌制定委員会 ＜１２月９日 栄南小＞ 

  ・ 校歌制定ワークショップからの報告・提案 

  ・ 校歌の基本構想に基づいた歌詞の検討と必要に応じた基本構想の見直し 

  ・ 以後の進め方の検討 

  〇 校歌制定委員会代表者による歌詞制作開始 
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 （９）第１回弥富市校歌制定委員会ワーキンググループ ＜令和８年１月２１日 栄南小＞ 

  ・ 校歌制定委員会代表者による歌詞検討 

 

 （10）第２回弥富市校歌制定委員会ワーキンググループ ＜令和８年２月２１日 栄南小＞ 

  ・ 校歌制定委員会代表者による歌詞検討 草案完成 

 

（11）第３回弥富市校歌制定委員会 ＜令和８年２月２６日 栄南小＞ 

 ・ 校歌制定委員会ワーキンググループにより制作された歌詞についての協議 

 ・ 以後の進め方の検討 

 〇 「よつば小学校」校歌歌詞「草案」完成  

   ヤトミウインドアンサンブルへ作曲依頼 

   ※ 作曲上、歌詞を修正する必要が生じる可能性もある。 

 

（12）市定例教育委員会 ＜令和８年３月４日＞ 

  ・ 第３回校歌制定委員会議事について報告 

 

 （13）第３回小学校再編委員会 ＜令和８年３月１２日＞ 

  ・ 進捗状況の報告と以後の進め方についての審議 

 

  （14）第４回校歌制定委員会 ＜令和８年４月 予定（進行による）＞ 

 ・ ヤトミウインドアンサンブルにより制作されている楽曲についての中間協議 

   ・ 以後の進め方の検討 

 

 

２ 「よつば小学校」校歌の発表 

  令和９年６月上旬に開催される「弥富市青少年健全育成大会」において、再編４小学校児童の歌唱、

ヤトミウインドアンサンブル伴奏により披露する。そのために、令和８年○月頃に音源を配付し、再編

対象４小学校の交流活動において歌唱練習する。 



「よつば小学校」学校経営案の策定 

弥富市小学校再編委員会学校運営部会 

 

１ 構 想 

 （１）「よつば小学校」学校経営案策定構想 

  ・ 弥富市小学校再編委員会が弥富市教職員会各協議会等に、それぞれの専門性に基づいた計画草案

作成を委託することで、弥富市立小中学校の総力をもって「よつば小学校」学校経営案の策定に向

かう。 

  ・ 弥富市立小中学校に勤務する教職員が当事者意識をもって小学校再編業務に携わる契機とする。

また、各小中学校の学校経営案を見直す契機ともする。 

  ・ 「よつば小学校」開校２年前に学校経営案を策定することで、小学校再編業務における諸課題を

整理し、弥富市小学校再編委員会の審議に資する。 

 （２）作成組織・作成者等について 

  ・ 「よつば小学校」学校経営案の各内容項目により、弥富市教職員会各協議会等を「作成組織」と

して割り振る。 

・ 「作成組織」となる弥富市教職員会各協議会等の世話係や適任者を「作成者」として割り振る。 

・ 弥富市教職員会各協議会等の担当校長は、各会を招集する（既存の会と合わせる）などして、割

り振られた「よつば小学校」学校経営案の内容を審議する。 

 （３）弥富市小学校再編委員会各部会における取扱いについて 

・ 弥富市教職員会各協議会等の担当校長は、「よつば小学校」学校経営案各内容を取り扱う弥富市

小学校再編委員会の各部会長との相談の上、各計画草案を完成させる。 

・ 弥富市小学校再編委員会各部会長は、「よつば小学校」学校経営案策定の過程で明らかになった

課題を各部会の再編業務に生かす。 

 

２ 作成スケジュール 

 （１）作成開始まで 

   ① 令和８年２月初旬 学校運営部会にて事務局（主務：次長）より提案・協議 

   ② 令和８年３月   市校長協議会において提案・協議 

   ③ 令和８年４月   市校長協議会において弥富市教職員会各協議会への委託 

 （２）作成組織による検討・審議 

    令和８年１０月末までに以下を完了させる。 

   ① 弥富市教職員会各協議会を招集し、「よつば小学校」学校経営案策定の方向性について周知し、

作成に向けた計画を立てる。 

   ② 弥富市教職員会各協議会において、原案を作成し、審議する。 

   ③ 弥富市教職員会各協議会担当校長は、必要に応じて弥富小学校再編委員会各部会長や教育委

員会事務局と相談の上、原案を完成させる。 

   ④ 弥富市教職員会各協議会担当校長は、教育委員会事務局（学校運営部会主務：次長）に完成し

た草案データを提出する。 
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 （３）内容の取りまとめ 

    令和８年１１月末までに教育委員会事務局は、各草案を集約し「よつば小学校学校経営案草案」

として取りまとめる。 

    各内容項目の未策定事項について整理する。 

 

 （４）中間校正 

    令和８年１２月に教頭協議会により「よつば小学校学校経営案草案」について審議し、修正必要

個所について協議の上、提案する。教育委員会事務局により必要個所を修正する。 

    各教頭は、「よつば小学校学校経営案草案」を自校の学校経営案の改訂の参考として生かす。 

 

 （５）最終校正 

    令和９年１月に校長協議会により「よつば小学校学校経営案草案」について審議し、修正必要個

所について協議の上、提案する。教育委員会事務局により必要個所を修正する。 

    各校長は、「よつば小学校学校経営案草案」を自校の学校経営案の改訂の参考として生かす。 

 

３ 共通事項 

 （１）「よつば小学校」学校経営案コンセプト 

① 学校外部に向けたものではなく、学校の教職員の指針となるものであることを意識する。 

② 要点を精選した箇条書き、構造化された図（図解化）や表、グラフ、アイコン等をふんだんに取

り入れる。（その他：学校ＨＰに掲載する学校いじめ防止基本方針にリンクする二次元コード等） 

  ③ 左上から右下へ自然に目が動くよう配置する。 

  ④ 大枠→中項目→詳細（具体的方策）のピラミッド構造で記述し、分かりやすいプロット立てに意

識する。 

  ⑤ 次期学習指導要領の改訂内容を意識した次世代の教育観に基づいた計画とする。 

 （２）策定できない項目について 

  ・ 教育目標、経営方針、本年度の重点努力目標等は、教育部次長が作成し、校長協議会で審議する

が、初代校長により最終的に策定されるものとする。 

・ 学校の規模、学校運営機構、教職員表、防災等管理・警備組織など、教職員名を記載する事項に

ついては、未記入とし、記載枠のみ作成する。 

  ・ その他、小学校再編業務の進行によって策定できるものについては、未策定であることを明示し

ておく。 

     

４ 学校経営案様式 

 ・ ワード（マイクロソフト）による。 

 ・ 本文文字、図式等内文字は、１０．５ポイント、ＵＤデジタル教科書体を基本とする。 

 ・ 上下余白は２５ｍｍ、左右余白は２０ｍｍとする。 

・ 行高、１ページ行数に規定は設けない。 

・ 集約時に変更・調整することがある。 



内容項目 作成組織 作成者 取扱再編部会 備考

（１）本校の教育目標

（２）経営方針

（３）本年度の重点努力目標
　　　（働き方改革にかかる業務改善を含む）

（１）学校の規模 新校⻑・教育部次⻑ ９年度末内示後検討
（２）学校運営機構 教頭協議会 弥生小教頭 ９年度空枠（表形式）作成
（３）教職員表 新校⻑・教育部次⻑ ９年度末内示後検討

（１）教育課程

　ア　授業時数配当表（通常の学級） 通常通り

　ア　授業時数配当表（特別支援学級）
再編４小コーディネーターと
の協働

　イ　各教科の指導計画 教務主任協議会世話係 市内教務主任で分担可
　ウ　道徳教育の全体計画 十四山東部小教務主任 再編４小の計画をもとに

　エ　外国語活動の指導計画
小中連携英語教育
研究推進委員会

日の出小教頭 小中連携推進委員会における
研修内容を取り入れて

教育計画部会 「探求」活動の創設
地域学校協働部会 地域学校協働活動

　カ　特別活動の指導計画 教務主任協議会 十四山東部小教務主任 教育計画部会 再編４小の計画をもとに
学校運営部会
教育計画部会

（３）生徒指導の計画

　ア　生徒指導の重点、組織、教育相談体制、方策の概要

　（ア）指導の重点

　（イ）指導の組織

　（ウ）方策の概要・教育相談体制

　イ　学校のいじめ防止基本方針の概要

　（ア）基本的考え方

　（イ）いじめ防止のための組織の概要

　（ウ）方策の概要

（４）キャリア教育に関する指導の計画

　ア　進路指導を含むキャリア教育の全体計画

　（ア）小学校におけるキャリア教育の目標（進路発達課題）

　（イ）育成の手だて

　イ　学年別の指導の重点

（５）国際理解教育に関する指導の計画

　ア国際理解教育の全体計画

　（ア）全体目標

　イ　学年別の指導の重点

　ウ　国際理解活動に対する手だて

（６）学校図書館活用に関する指導の計画

　ア　学校図書館運営及び活用の重点

　イ　利用指導・利用計画

　ウ　図書館活用

　エ　蔵書総冊数

（７）体育に関する指導の計画

　ア　体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導の重点

　イ　実践計画

（８）健康教育に関する指導の計画

保健主事協議会 栄南小保健主事
校務主任協議会 栄南小校務主任

　イ　保健に関する指導の重点（感染症対策を含む） 養護教諭協議会 養護教諭協議会世話係 命の教育、感染症予防

　ウ　食に関する指導・給食指導の重点
給食主任協議会
栄養教諭協議会

給食主任協議会世話係
栄養教諭協議会世話係

食育推進の具体的方策を

（９）環境教育に関する指導の計画 校務主任協議会 栄南小校務主任 地域に根差した学び
（10）情報教育（小学校プログラミング教育含む）
      情報モラル教育に関する指導の計画

　ア　各学年の指導

　イ　情報モラルに関する指導

（11）障害のある児童に関する指導の計画

　ア　指導の概要

　イ　年間活動計画の概要 主幹（児玉）

校⻑協議会
（草案作成）
教育部次⻑

学校運営部会

Ｒ１０初代校⻑により修
正・策定

「よつば小学校」学校経営案作成担当分担一覧

栄南小教務主任

２　学校の組織

個別の教育支援計画・個別の
指導計画の作成等スケジュー
ル含む

特別支援教育
担当者協議会

１　教育目標

３　教育計画

体育主任協議会 体育主任協議会世話係

教育計画部会

教育計画部会

校務主任協議会 十四山東部小校務主任 施設資料部会

教務主任協議会

教務主任協議会

よつば小いじめ防止基本方針
の作成含む

教育計画部会

（２）週の計画及び日課表 教務主任協議会
教育部次⻑

主幹（三浦）

生徒指導担当者協議会
世話係（小学校）

白鳥小教頭

十四山⻄部小教務主任

大藤小教務主任

教頭協議会

生徒指導担当者
協議会

　オ　総合的な学習の時間の指導計画 教務主任協議会 主幹（三浦）

ＩＣＴ教育推進委員会 主幹（児玉）

　ア　安全に関する指導の重点

特別支援教育担当
者協議会世話係

登下校の安全に配慮し特色あ
る学びをつくる日課

市内経営案のいいとこどり

各教科学習、特別活動、総合
的な学習等、具体的な教育活
動に位置付けて

各教科学習、特別活動、総合
的な学習等、具体的な教育活
動に位置付けて

朝の読書計画あり
図書館稼働率・図書貸出数を
上げる工夫

基礎体力の向上を図る具体的
取組

防災教育に特色ある取組を
もって重点指導

できれば、プログラミング教
育年間計画の作成
情報モラル教育からデジタル
シティズンシップ教育へ
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（12）人権教育に関する指導の計画

（13）その他の指導計画

　ア　児童虐待の早期発見に向けた取組

　イ　通級指導

　ウ　外国人児童教育

（１）本年度の方針

（２）研究の組織

（３）研究課題

（４）研究のねらいと研究方法

教頭協議会 桜小教頭 学校運営部会

（１）校地・校舎及び施設・設備の整備計画

（２）防火・防災警備に関する計画

　ア　管理組織

　イ　警備組織

（３）施設・設備の安全点検に関する計画

　ア　点検者

　イ　実施回数

　ウ　安全点検票の活用

　エ　点検結果

（１）通学区域の略図（表紙裏）

　　　通学方法

（２）校地・校舎の平面図
　　（避難経路及び職員非常配置図を含む） 施設資料部会 含 避難経路図

（１）学校の概要・教育目標・教育課程・教育活動の状況などの
      積極的な情報の提供についての取組

（２）小中連携及び幼保小連携

（３）主権者教育

（４）その他

※　学校所在地、郵便番号、電話、ＦＡＸ、交通案内　校区略図
　　メールアドレス、ホームページアドレス

校務主任協議会 大藤小校務主任 施設資料部会 表表紙裏

令和１０年度年間活動計画 令和９年度作成

施設資料部会

校⻑協議会 教育部次⻑ 学校運営部会

教務主任協議会 主幹（三浦） 「探求」活動の創設

十四山⻄部小校務主任

教頭協議会

４　現職教育

６　施設・設備

８　その他参考となる事項

校務主任協議会

主幹（三浦）

桜小教頭

７　通学区域・校地・校舎

５　学校評価

教育計画部会

地域学校協働部会

通学路スクールバス部会
スクールバス・徒歩通学等
の方式と見守り体制

人権週間の具体的取組
⺠法改正（共同親権）への対
応
外国人児童への具体的支援・
配慮

平面図上の学級名、室名等
未定事項は空欄可
組織班員名等、個人名に係
る未定事項は空欄可

よつば小危機管理マニュア
ルの整備



よつば小学校新築校舎建設進捗状況 

施設資料部会 ２０２６．３．１２ 

【１０月１６日（木）起工式】 

 

 
 
 
 
 
【１１月１３日（木）小学校再編工事に係る保護者説明会・地域説明会】 

 
 
 
 
 
 
【１１月１８日（火）工事区域の囲いの設置完了】 
 
 
 
 
 
 
【１２月１日（月）仮設駐車場の完成】 
  

 
【１月１４日（水）掘削工事の開始】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午前１０時３０分より、十四山西

部小体育館にて、「よつば小学校再編

工事」のための起工式が執り行われ

ました。 

 よつば小学校の概

要説明、工事業者によ

る工事内容の説明を

行いました。 

工事区域の遊具・藤棚・山・植栽等

が撤去され、囲いの設置が完了しま

した。 

正門やプール西側の植栽が撤去さ

れ、体育館南側とプール西側に仮設

駐車場が使用できるようになりまし

た。 

この日までに、運動場に鉄板が敷

き詰められ、重機がフル活動した工

事が始まりました。クレーンを使っ

て、支持杭を打つための掘削工事が

始まりました。 

資料 ４ 



【１月２３日（金）掘削作業とコンクリートの打設が進行中】 
 
 
 
 
 
 
 
【１月２８日（水）アースドリル工法で、掘削作業とコンクリートの打設が進行中①】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【２月１０日（火）アースドリル工法で、掘削作業とコンクリートの打設が進行中②】 

 
 
 
 
 
 
 
【２月１９日（木）新築校舎の基礎づくり完了】 

 

 
 
 
 
 
 
【３月２日（月）土工事開始】 

 
 
 
 
 
 

 新築校舎の基礎をつくるた

め、掘削作業とコンクリートの

打設が行われています。 

地下４５ｍまで掘削してい

ます。 

アースドリル

工法で、新築校

舎の基礎づくり

が進められてい

ます。本日の工

事で、２７本中

１０本の杭が完

成しました。 

引き続き、アースドリル工法

で、新築校舎の基礎づくりが進

められています。本日の工事で、

２７本中２０本の杭が完成しま

した。 

プール東側に鉄板がひかれ、新

たな重機も登場し、土工事が始ま

りました。 

本日で、２７本すべての杭が

完成しました。 



 
三忍寺 

森津公民館 
こども広場 

鎌島公民館 

中川団地コミュニティセンター 
浄念寺納骨堂前 

松名公民館 

大藤児童館 

鍋田支所 

富島公民館 

彦九田神社 稲元公民館 稲荷公民館 

操出公民館 

東末広公民館 

名古屋競馬場駒野住宅 

西末広公民館 

鍋田公民館 

境公民館 

【改設】狐地公民館 

南部コミュニティセンター 

桴場公民館 
NTT 西日本南海部電話交換所前 

神戸公民館 

亀ケ地公民館 
竹田公民館 

観音寺 

【改設】海部建設押萩寮前 

西蜆公民館 よつば小 

十四山東公園 

十四山支所 

【改設】ハナイ弥富工場 

スクールバス バス停候補地 
202６年３月 

八幡社の鳥居 徒歩通学半径１．５ｋｍ圏 

【新設】十四山東部小学校北側 

【新設】寛延神楽部屋前 

【新設】四郎兵衛公民館 

資料 ５ 



 よつば小学校徒歩通学路に関する令和７年度の流れ 

小学校再編委員会  

２０２６．３．１２ 

＜令和７年度の予定＞ 

時 期 令和７年度の流れ 内 容 

７月 28 日

（月） 

◆第１回通学路スクールバス部会 ・よつば小から半径 1.5km 圏内の徒歩通学

路の検討について依頼 

・各家庭とバス停候補地間の徒歩通学路の

危険箇所の検討について依頼 

※各小学校のPTAで進めてもらうよう依頼 

９ 月 １ 日

（月） 

◆再編４小学校（PTA）から、各家庭

へ依頼文書及び「よつば小学校区徒

歩通学路危険箇所報告シート」配付

（市教委作成） 

・徒歩通学路に係る危険箇所を PTA（学校）

から各家庭へ依頼 

  

９ 月 ２ 日

（火）～ 

９月 30 日

（火） 

◆再編４小学校保護者による調査 

 

・各家庭で通学路の危険箇所を調査 

 

10 月 1 日

（水） 

◆再編４小学校各家庭から、「よつば

小学校区の道路の危険箇所報告シー

ト」を学校へ提出 

 

10 月２日

（木）～ 

10 月 31 日

（金） 

◆再編４小学校それぞれでの PTA 役

員会の開催 

・再編４小学校ごとに、PTA 等で通学路検

討に係る情報の集約する打ち合わせ会を

もってもらう 

11 月４日

（火） 

◆危険箇所の報告（各小から市教委

へ） 

 

11 月中旬 ◆危険箇所の集約（市教委）  

12 月上旬 ◆土木課担当者等と打合せ会 ・通学路における危険箇所の共有 

・グリーンベルト、ガードレール等の設置

場所の検討 

12 月 22 日 

（月） 

 

◆第２回通学路スクールバス部会 ・よつば小学校徒歩通学路危険箇所の集約

結果について 

・よつば小から半径 1.5km 圏内及びバス停

候補地の徒歩通学路の検討 

・スクールバスに係る進捗状況の説明 

資料 ６－① 



12 月 23 日

（火）～2

月 6 日（金） 

◆再編４小学校それぞれでの PTA 役

員会の開催 

◆バス停候補地の変更等要望箇所に

ついての検討 

・再編４小学校各 PTA で関係保護者の意見

を集約し、教頭へ報告 

12 月 23 日

（火）～ 

2 月下旬 

◆再編４小学校それぞれでの PTA 役

員会の開催 

◆通学路危険箇所に係る各種申請書

作成について（PTA） 

・再編４小学校各 PTA で申請書の作成を行

い、２月下旬までに各小学校の教頭に申請

書（それぞれの要望箇所ごとに、「申請箇所

位置図」も添付）を提出 

令和８年 2

月 6 日（金）

ま で に 分

かり次第 

◆バス停候補地の変更等要望箇所に

ついて市教委へ報告 

・PTA 役員から報告を受けたバス停候補地

の報告を、再編４小学校の教頭が市教委へ

報告 

令和８年 

3 月 13 日

（金）まで

に 

◆通学路危険箇所に係る各種申請書

作成について（教頭） 

・再編４小学校の教頭は、PTA 役員から提

出された各種申請書の内容を区長・区長補

助員に説明し、署名をもらい、市教委へ提

出 

令 和 ８ 年

度 

◆通学路（仮）及びバス停の作成 ・令和８年度以降の詳細は、今後提案 

  

※ 令和８～９年度に、土木課等による通学路危険箇所における工事をお願いする。 

 ※ 挙げてもらった通学路危険箇所における工事のすべてが希望通り実施されるとは限らない

ことを、保護者の方に理解してもらいながら進める。 

済 



トラックや車が抜け道として
スピードを出して通ることがある。

グリーンベルト（緑）

交差点に横断歩道
４カ所分設置を。
現在、北・西の
２カ所横断歩道あり。

稲元公民館周辺の
道に街灯設置を

稲元公民館に、
児童がバスを待つ
屋根の設置を

横断歩道あるいは、
押しボタン式信号
をつけてほしい。

神社の整備が必要。
神社に行くまで歩道
がない。屋根がない
ので、雨の日などは、
待つ場所がない。
ハチの巣や毛虫が
ひどい。

防護柵（紫）

カラー舗装（赤）

こども広場（公園）の
北側道路に面した植込み
が伸びて、見通しが悪い。

集合場所に日除けが
ほしい。

無断駐車多い。

橋を渡るとき、強風・大雨
のとき、とても危ない。
風で傘をもっていかれる。

大藤小西門付近及び周辺道路を、
トラックや車がスピードを出して
ノンストップで通ることがある。

朝、中学生の列が長くなり、
横断歩道を渡っても先に進め
ない。

稲元公民館へ向かう
道路に街灯を設置を

登校時、抜け道利用の車が
スピードを出している。

横断歩道の設置を

大藤小学校区
　※　保護者からの情報・要望

バス停候補地
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大谷公園周辺にヤードが多く、トラックが
路上駐車をして車を積んだり、路上駐車を
して寝ている人がいて困っている。

三好公民館前の道路は狭い。

信号無視多く、取締りを。
トレーラー・キャリアカー・
ナンバーレス車等の走行多く
危険の常態化。

トレーラーの本道の
駐停車頻繁にあり。
交通違反多いため
取り締まりを

グリーンベルト（緑）

防護柵（紫）

片側一車線道路なのに、路上駐車
が多く、事故が多発している区間。
前の車が遅いからと、反対車線に
出て追い越す車も多い。

片側一車線道路なのに、路上駐車が多く、
事故が多発している区間。
前の車が遅いからと、反対車線に出て
追い越す車も多い。

横断歩道の設置を

道幅が狭いが、車の
往来があるため、道幅
の拡張を

北側に防護柵付きの
歩道がほしい

信号or横断
歩道の設置を

通学路看板の設置

交通指導員等
配置必要

神社の整備が必要。神社に行くまで
歩道設置を。屋根等の設置を。
雑草・蚊・ハチの巣・毛虫対策を。

カーブミラーの設置

路上駐車が多い。

横断歩道の設置

東末広公民館の南側の道路区間は、
朝の通勤の抜け道として使用され
るため、児童の待機場所として
危険。

朝（7:45～8:30）
新末広橋付近は、
渋滞する。

朝、大型車が通る。
抜け道で、スピード
の速い車が多く危険。

キャリアカーや大型トラックの
交通量が多く、スピードも速く危険。

キャリアカーや大型トラックの
交通量が多く、スピードも速い。

朝、夕に抜け道として
交通量が増える。

キャリアカーや大型
トラックの交通量が
多く、スピードも速い

横断歩道の設置を

大型車の路上駐車、
一時不停止が多く、
危険

側道側に
「止まれ」の
標識等の設置を。
※英語の標識も

栄南小学校区
　※　保護者からの情報・要望

バス停候補地

カラー舗装（赤）
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カーブミラー

通学路の看板を

通学路の看板取替押しボタン式信号or
横断歩道の設置、防犯
カメラ等を（不審者抑止）

押しボタン式信号or
横断歩道の設置を

路上駐車多く危険

公園周辺の駐停車禁止、
公園の四方の木の全伐採、
公衆トイレの撤去を。
※不審者対応を！

カーブミラー設置

カーブミラー設置を

随時、草刈り対策を

横断歩道を東側に
もう１つ設置

随時、草刈り対策を

信号設置を

ガードレールが反対側に
移るため、横断歩道を設置

横断歩道設置

車の抜け道のため、
通学する時間帯だけ、
車両の通行規制が
ほしい。

カーブミラー設置

防護柵（紫）

グリーンベルト（緑）

カラー舗装（赤）

十四山東公園周辺道路は、
仕事途中の休憩トラック等
が駐停車しているため不安。
バス停となるならば、規制を。

蟹江から、蟹江への抜け道と
して、交通量が多く危険。

朝、抜け道でスピー
ドの速い車が多く
危険。

ダンプカーやキャリアカー等が
頻繁に通り危険が多い。

十四山東部小学校区
　※　保護者からの情報・要望

バス停候補地

子宝橋は、大型トラックの
すれ違いがギリギリで危ない。
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南道路は、大型車の
進入禁止等の看板設置
南道路は、大型車の
進入禁止等の看板設置

押しボタン式信号の設置を

南北道路は、大型車の
進入禁止等の看板設置

交通指導員等配置を

防護柵（紫）

グリーンベルト（緑）

カラー舗装（赤）

十四山西部小学校区
　※　保護者からの情報・要望

バス停候補地
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令和８年度 交通安全施設整備工事申請書 

令和  年  月  日 
有 効 期 限   

令和 11 年３月３１日 
 
弥 富 市 長 殿 

 
地 区 名            

区   長             

区長補助員             

 
１．申請場所    弥富市              地内 

２．路 線 名    市道               号線・線 

３．工事要望内容  １）ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ（電柱 有・無）      基・枚増設 
          ２）道路標識              本 
          ３）道路照明              基 
          ４）ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・防護柵（新規・修繕）   ｍ 

           ５）区画線（新規・修繕）        ｍ・箇所 
           ６）ｶﾗｰ舗装（路肩）           ｍ 
                 （交差点）          箇所 
           ７）ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ･ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ           基 

備考欄 
 
 

 
上記の内容について施工していただきたく申請します。 

（添付書類） 
申請箇所位置図（住宅地図等） 

受 付 印 

 
Ｒ８- 
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令和８年度 県道交通安全施設整備工事申請書 

令和  年  月  日 
有 効 期 限   

令和 11 年３月３１日 
海 部建 設事 務所 長殿 
弥 富 市 長 殿 

 
地 区 名            

区   長             

区長補助員             

１．申請場所    弥富市              地内 

２．路 線 名    県道               線 

３．工事要望内容  １）ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ（電柱 有・無）      基・枚増設 
          ２）道路標識              本 
          ３）道路照明              基 
          ４）ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・防護柵（新規・修繕）   ｍ 

           ５）区画線（新規・修繕）        ｍ・箇所 
           ６）ｶﾗｰ舗装（路肩）           ｍ 
                 （横断歩道）         箇所 
           ７）ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ･ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ           基 

備考欄 
 
  

 
上記の内容について施工していただきたく申請します。 

（添付書類） 
申請箇所位置図（住宅地図等） 

受 付 印 

 
Ｒ８県- 
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令和８年度 公安施設整備申請書 

令和  年  月  日 
有 効 期 限   

令和 11 年３月３１日 
 
公 安 委 員 会 殿 
弥 富 市 長 殿 

 
地 区 名             

区   長             

区長補助員             

 
１．申請場所    弥富市             地内 

２．路 線 名    市道              号線・線 

３．工事要望内容 ○で囲む 

   信号機設置・横断歩道設置・規制標識設置 

区画線修繕（止まれ等）・標識修繕・その他（     ） 

 
備考欄 

 
 

 
上記の内容について施工していただきたく申請します。 

 
（添付書類） 

申請箇所位置図（住宅地図等） 

受 付 印 

 Ｒ８公- 

資料 ６－⑧ 



  
令和８年度 県道公安施設整備申請書 

令和  年  月  日 
有 効 期 限   

令和 11 年３月３１日 
 

公 安 委 員 会 殿 
海 部建 設事 務所 長殿 
 

 
地 区 名             

区   長             

区長補助員             

 
１．申請場所    弥富市             地内 

２．路 線 名    県道              線 

３．工事要望内容 ○で囲む 

   信号機設置・横断歩道設置・規制標識設置 

区画線修繕（止まれ等）・標識修繕・その他（     ） 

 
備考欄 

 
 

 
上記の内容について施工していただきたく申請します。 

 
（添付書類） 

申請箇所位置図（住宅地図等） 

受 付 印 

 Ｒ８公県- 

資料 ６－⑨ 



令和  年  月  日 
 

弥 富 市 長 殿 
 
                 （       ）区 長               

 

                 （       ）区長補助員             

 

 

令和   年度 公園施設整備事業申請書 

 

    このことについて、下記のとおり申請します。 

 
 

記 
 
 
１ 申 請 場 所      弥富市          地内 
 
２ 公 園 名                                
 
３ 整 備 内 容       
 
 
４ 整備を必要とする理由       
 
 
５ 添 付 図 面    
  （１） 申請箇所位置図（申請箇所赤色塗図示） 
  （２） その他参考資料 
 

 
受 付 印 

資料 ６－⑩ 



【令和７年度】よつば小学校開校時における「児童クラブの利用・下校
時のスクールバス利用」についての意向調査 

 

小学校再編委員会 ２０２６．３．１２ 

１ ねらい 

 ・ よつば小学校におけるスクールバス導入に向けて、下校時の児童クラブの利用者

数を知ることで、下校時に必要なスクールバスの台数やスクールバスの運行等につ

いて、より具体的に進めることができる。 

 ・ 児童クラブの利用者数を知ることで、学校教育課と児童課が連携をしながら再編

事業に見通しをもってより確実に進めることができる。 

 

２ 調査対象 

 ※ 令和７年度よつば小学校区在住の「年少～３年生」のいる保護者すべて 

   ① 大藤小・栄南小・十四山東部小・十四山西部小の１～３年生の子の保護者 

  ② 大藤保育所、栄南保育所、十四山保育所の４～６歳のよつば小学校区在住の子 

の保護者 

  ③ はばたき幼稚園・ひのではばたきこども園の４～６歳のよつば小学校区在住の

子の保護者 

④ ②・③以外の保育所・幼稚園（市外も含む）の４～６歳のよつば小学校区在住 

の子の保護者 

  ⑤ どこにも通っていない４～６歳のよつば小学校区在住の子の保護者 

 

３ 調査方法 

 ・ 調査対象①…学校教育課「れんらくアプリ」に「Google フォーム」につながる

ＱＲコードやアドレスを掲載した文書を添付 

 ・ 調査対象②・③…児童課「すぐーる」に「Google フォーム」につながるＱＲコ

ードやアドレスを掲載した文書を添付 

 ・ 調査対象④・⑤…児童課にて、住所を確認し、「Google フォーム」につながるＱ

Ｒコードやアドレスを掲載した文書を郵送 

 

４ 調査日時 

 ・ ３月１６日（月）発信・発送予定 

  ※ ３月１２日（木）の第３回小学校再編委員会で提案し、承認を経た後で 

 

５ 調査期間 

 ・ Google フォーム：３月１６日（月）～３月２４日（火） 

 

６ 調査項目内容（Google フォーム） ※ 【資料６－②】参照 

資料 ７－① 
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令和８年３月１６日  

令和１０年度よつば小学校開校時の保護者の皆様 

弥富市教育委員会  

 

よつば小学校開校時における「児童クラブの利用・下校時のスクールバス利用」に 
ついての意向調査の実施について（依頼） 

 
 保護者の皆様におかれましては、日頃より弥富市の教育活動にご理解・ご協力をいただき誠にありがと

うございます。 
 この度、令和１０年４月に開校するよつば小学校へ通われるご家庭に、「児童クラブの利用」「下校時

のスクールバス利用」についての意向調査を実施させていただきます。この調査結果を、スクールバスの

運行や児童クラブの運営等を考える上での参考にします。２年後のことですので、未確定な部分もあるか

とは存じますが、下記により可能な範囲でご回答いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

１ 意向調査（アンケート）名 

  よつば小学校開校時における「児童クラブの利用・下校時のスクールバス利用」についての意向調査 

 
２ 意向調査（アンケート）実施期間 

  ３月１６日（月）～３月２４日（火） ※ ９日間 【Googleフォームによる】 

 

３ 調査（アンケート）対象 

【※ 令和７年度よつば小学校区在住の年少～年長・１～３年生のいる保護者すべて】 
 ① 大藤小・栄南小・十四山東部小・十四山西部小の１～３年生の子の保護者 

 ② 大藤保育所、栄南保育所、十四山保育所の４～６歳のよつば小学校区在住の子の保護者 

 ③ はばたき幼稚園の４～６歳のよつば小学校区在住の子の保護者 

④ ②・③以外の保育所・幼稚園（市外も含む）の４～６歳のよつば小学校区在住 

の子の保護者 

 ⑤ ①～④以外の４～６歳のよつば小学校区在住の子の保護者 

 

４ 調査（アンケート）方法 

  本紙（右側）のＱＲコードを読み取るか、掲載アドレス（下側）に 

アクセスしてご回答ください。 

 

https://forms.gle/mQKrdQN5tzZSbryq6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意向調査（アンケート） 

【QR コード】 

意向調査（アンケート）のインターネットアドレス 

資料 ７－➂ 

https://forms.gle/mQKrdQN5tzZSbryq6


５ 留意事項 

 ・ ご不明な点などありましたら、下の問い合わせ先までご連絡ください。 

 ・ 意向調査（アンケート）にご回答いただくにあたり、「徒歩通学圏（現：十四山西部小学校の位置

を中心に半径1.5km）を示した資料」及び、「令和８年度弥富市児童クラブ入所のご案内」の文書、

「弥富市教育委員会小学校再編関係ホームページ（※ 各種資料あり）」につきまして、以下のQRコ

ード及びインターネットアドレスでお示しいたします。こちらも合わせてご確認いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 徒歩通学・スクールバス通学について 

 ① 十四山西部小学校の位置を中心に半径1.5km内（右図参照）は徒歩通学となります。 

  → ※ 十四山西部小学校区のうち「三百島」・「馬ケ地」地区を除く区域は徒歩通学 

  → ※ 十四山東部小学校区のうち「鳥ケ地」地区の一部区域は徒歩通学 

 ② ①の徒歩通学区域を除いた十四山西部小学校区・十四山東部小学校区と、大藤小学校区・栄南小学

校区全域は、スクールバスによる通学となります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.yatomi.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/333/basuteikouho3.pdf 

 
 
  https://www.city.yatomi.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/525/R8_HP/00_TourokuSetumei.pdf 
 
 

 

徒歩通学圏を示した資料 

【QR コード】 

令和８年度弥富市児童クラブ 

入所のご案内 【QR コード】 

   弥富市教育委員会 

小学校再編関係ホームページ 

※ 各種資料あり 【QR コード】 
★ 徒歩通学圏を示した資料 【インターネットアドレス】 

★ 弥富市教育委員会 小学校再編関係ホームページ ※ 各種資料あり 【インターネットアドレス】 

＜問い合わせ先：弥富市教育委員会 ℡：０５６７－６５－１１１１＞ 

★ 令和８年度弥富市児童クラブ入所のご案内 【インターネットアドレス】 

https://www.city.yatomi.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/333/basuteikouho3.pdf
https://www.city.yatomi.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/525/R8_HP/00_TourokuSetumei.pdf


弥富市小学校再編委員会 地域学校協働部会  

 

 

よつば小学校ＰＴＡの組織運営の検討に向けて（小学校再編委員会より） 

 

 

１ よつば小学校ＰＴＡ活動理念 

「子どもたちの健やかな成長と幸福」を目的に活動する社会教育関係団体として、活

動を通じて子どもたちの笑顔を引き出すために、既成の活動にとらわれない柔軟な発想

と思考で魅力ある活動を生み、ＰＴＡ会員自身が持ち味を生かしながら楽しんで活動し、

その姿が子どもたちのロールモデルとなることを大切にしたい。 

そのために、参加しやすく、会員相互のつながりをつくりやすい組織づくりを目指し

たい。 

 

２ よつば小学校ＰＴＡの組織づくりに向けて 

  上記の活動理念を具現化し、持続可能かつ時代に合った健全化された組織へのアッ

プデートを続けるために、ＰＴＡの再編及び新しい組織づくりを以下の点から進める。 

 （１）よつば小学校ＰＴＡによる、よつば小学校への業務委任契約の締結 

    学校におけるＰＴＡの業務を明確化し、透明性を確保する。 

 （２）個人情報取扱扱規則の策定 

    個人情報保護法に対応し、個人情報の取得・利用・管理等の方法を明確にする。 

 （３）会計規定の策定 

    ＰＴＡ会費の徴収を学校徴収金や公費とは明確に区別し、会費が適正に使われ

るよう規定する。 

 （４）ＰＴＡ規約の策定 

    会員が主体的に運営する任意団体としての目的・組織・運営・活動の基本的なル

ールを定める。児童及びその保護者の属性による差別をせず、すべての子供や会員

に平等に対応し、会員の自由意思に基づく多様な価値観を尊重する主体的な活動

を行うための指針とする。 

 （５）入会の同意 

    よつば小ＰＴＡの意義や目的を理解し、賛同した上で入会することで、活発な活

動につなぐ。 

 （６）ボランタリーな組織・活動づくり 

    義務・強制がなく、会員の自由意志とそれぞれの持ち味を生かした豊かな発想に

よる主体的な活動を生み、それらを支援する母体としての組織とする。 

 

資料 ８－① 



 

 

弥富市立よつば小学校ＰＴＡ規約（案） 

 

第１章 名称および事務局 

第１条 本会はよつば小学校ＰＴＡ（以下「本会」という）と称し、事務局を弥富市立

よつば小学校内（所在地：愛知県弥富市六條町大山９４番地）におく。 

 

第２章 会員 

第２条 本会の目的に賛同する弥富市立よつば小学校に在籍する児童の保護者・本校に

勤務する教職員が、本会の会員になることができる。 

第３条 会員は総会で意思表示をする権利を有し、会の目的と運営方針に従い、会員相

互の支え合いによる主体的なボランティアとして活動する。 

 

第３章 目的 

第４条 本会は、多様な家庭の会員が無理なく温かくつながる開かれたコミュニティー

をつくり、その協力と創意により、子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。 

 

第４章 事業 

第５条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 学校と家庭と地域の連携・協働に関する事業。 

２ 会員相互の教養・研鑽に関する事業。 

３ 地域の教育環境整備・安全環境整備に関する事業。 

４ その他本会の目的達成に必要な事業。 

 

第５章 運営方針 

第６条 本会と弥富市立よつば小学校は相互に干渉することなく尊重し合う。 

２ 本会は、教育の振興を本旨とする自主的・民主的な社会教育関係団体として、これ

を運営する。 

３ 本会は、よつば小学校の全ての児童を平等に扱い、児童及びその保護者の属性によ

るあらゆる形態の差別をしない活動を行う。 

４ 本会は、特定の政党や宗教にかたよることなく、営利を目的とする行為を行わず、

自主性をもち、他の団体や機関の支配、あるいは統制、干渉を受けない。また、児童の

教育および福祉のために活動する他の団体および機関と協力して活動する。 

５ 本会は、公選の公職者には、本会役員になることの自粛を促すものとする。 

６ 本会は、透明性のある会計記録の維持と健全化を図り、会員全てに適切に情報を開

示する。 

７ 本会は、全ての法令を順守し、社会を構成する一員であることの自覚と責任をもっ

て行動する。 

８ 本会は、目的を達成するために、会員の自由意思に基づく多様な価値観を尊重する

主体的な活動を行う。 

資料 ８－② 



 

 

 

第６章 役員 

第７条 本会に次の役員を置く。 

１ 会長      １名 本会を代表し、会務を統括し、学校との調整を図る。 

２ 副会長     １名 会長を補佐し、会長に事故がある時は、これを代行する。 

３ 家庭教育委員  １名 保護者の学びを支える成人教育に参画したり計画したりす

る。 

４ 書記・会計   １名 議事録を作成し、文書・記録を保管し、庶務を遂行する。

また、本会の会計事務、財務管理を行う。 

５ 監事      ２名 本会の会計事務、財務管理を監査する。 

６ 地区常任委員  旧小学校区２名以上  地区常任委員会を構成する。 

          ※ 「地区」とは「旧小学校区」とする。 

 

第８条 本会に顧問（前年度役員から１名）を置くことができ、顧問は本会の目的と運

営方針に基づく助言を行うことができる。 

 

第９条 弥富市立よつば小学校の校長を本会の参与とする。参与は本会の全ての会議に

出席し、意見を述べることができる。 

 

第１０条 本会の役員は、次の方法で選出する。 

１ 会長は総会において選出する。 

２ 副会長、家庭教育委員、書記、会計、監事、顧問は会長が委嘱する。 

３ 地区常任委員は各旧小学校区から推薦された者からなる。 

４ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第７章 会議 

第１１条 本会は次の会議を置く。 

１ 総会は、毎年一回開催し、役員選出、規約の改定、予算および決算、年度活動計画

等、重要議事を決議する。必要に応じて臨時に開くことができる。また、社会情勢等に

より会議を開催することが困難であるときや緊急必要な場合は、総会を書面表決書（電

磁的記録を含む）の提出により代えることができる。 

２ 本部役員会は、会長、副会長、家庭教育委員、書記・会計、監事により構成し、本

会の目的達成のために必要な議事を調整、執行する。 

３ 地区常任委員会は、会長が招集し、総会に提出される重要議事を審議する。社会情

勢等により会議を開催することが困難であるときや緊急必要な場合は、地区常任委員会

を書面表決書（電磁的記録を含む）の提出により代えることができる。 

４ 各会議の効率化、電子化に努める。 

 

第１２条 会議は原則として構成員の過半数をもって成立する。 

 



 

 

第８章 会計 

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月１日にはじまり翌年３月３１日に終わる。 

本会の会費は世帯当たり月額２００円とし、金融機関の口座からの自動振替による納入

とする。その他、別に定める「よつば小学校ＰＴＡ会計取扱規則」により会計を取り扱

う。 

 

第９章 規約の改定 

第１４条 本会の規約は、総会の決議を経てこれを改定する。 

 

第１０章 個人情報 

第１５条 個人情報の取り扱いは別に定める「よつば小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則に

基づき、適正に取り扱う。 

 

第１１章 解散 

第１６条 本会を解散する場合は、本部役員会の全会一致の発議により、本会会員の４

分の３以上の承認を得ることを要する。 

２ 前項の解散については、期限を設けることができる。 

３ 第１項の解散決議がなされた場合、役員は、残余財産の処分および清算業務を行う。 

４ ＰＴＡ会費の最終残金は弥富市立よつば小学校に寄付をする。 

 

第１２章 附則 

第１条 本会は必要に応じて別に細則を設ける。 

第２条 本規約は令和１０年４月○○日より施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

弥富市立よつば小学校ＰＴＡ規約細則（案） 

 

第１章 役員 

 

第１条  会長の選出は、役員会に推薦委員会を設け、候補者を推薦する。  

２ 副会長、家庭教育委員、書記・会計は、推薦委員会の必要に応じて全会員から公募

する。 

３ 本部役員を務めた世帯は、その後、全ての在籍する児童について本部役員を免除す

る。 

 

第２章 会議 

第２条 本部役員は、愛知県、尾張部、海部地区、弥富市のＰＴＡ協議会が主催する研

修会などに参加する。 

２ 地区常任委員会は年１回以上開催し、各地区の交通安全や防犯等の見守り体制や地

域学校協働活動について情報交換・協議する。 

 

第３章   チーム 

第３条  ＰＴＡ会員２名以上の要望があれば、本部役員会に対し、チームの新設を申請

することができる。ただし、その活動が自主的かつ積極的でＰＴＡ会員相互の親睦を図

るとともに、ＰＴＡ活動の目的に寄与するものであることを要件とする。 

２ チームの活動に予算を割り当てることができる。本部役員会の審査・承認によるも

のとする。 

３ チームの新設・廃止については、本部役員会の承認によるものとする。  

 

付  則    本細則は令和１０年４月○○日より実施する。 

 

 

弥富市立よつば小学校ＰＴＡ規約内規（案） 

 

１ 令和１０年度の本部役員は、令和９年度に大藤小学校、栄南小学校、十四山東部小

学校、十四山西部小学校の保護者から１名ずつ候補を選出し、４名が集まる場で互選す

る。各小学校の会長が立ち会う。 

 

２ 令和１０年度当初の運営費として、大藤小学校、栄南小学校、十四山東部小学校、

十四山西部小学校の令和９年度ＰＴＡ会計より世帯あたり２００円（各世帯数は、令和

１０年度よつば小学校２年生から６年生の児童の世帯数とする）をもちよる。そのため、

令和１０年度のＰＴＡ会費は、１年生は１２ヶ月分、２年生から６年生は１１ヶ月分と

し、それぞれ世帯ごとに徴収する。 



業務委任契約書 
 

弥富市立よつば小学校ＰＴＡ（以下「甲」という）と、弥富市立よつば小学校（以下「乙」という）とは、

甲の事務に関して次のとおり業務委任契約を締結する。 

 

（委任事項） 

第１条 甲は乙に対し、甲の事務のうち下記の業務を委任し、乙はこれを受諾する。 

(1) ＰＴＡ会費の徴収・現金の出納に関する事務 

(2) 印鑑、出納簿及び預金通帳の保管 

(3) 個人情報データベースの取扱に関する業務 

(4) 各種ＰＴＡ関連文書等の配付    

(5) ＰＴＡへの提出物の回収・保管 

(6) 物品の保管に関すること 

(7) その他、甲、乙協議の上で必要な業務 

２ 前項各号に明記されていないもので必要が生じた事項については、甲と乙が協議して定める。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 乙は、第三者に対し委任契約の一部若しくは全部を委任し、この契約に基づいて生じる権利義務を

譲渡し、又はこの契約上の地位を承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得たときはこの限りではな

い。 

 

（報酬） 

第３条 この業務委任契約に関し、乙は、甲に対して名目の如何を問わずいかなる報酬も求めない。 

 

（秘密の保持等） 

第４条 乙は、委任契約上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、乙は、保管する書類等を他

人に閲覧、書写又は譲渡してはならない。ただし、法令に特別の定めがあるとき、教頭等の履行補助者に

閲覧等させるとき、甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

（契約期間） 

第５条 本契約の期間満了は、当年度の３月３１日までとする。 

 

（実施状況の確認） 

第６条 甲は、委任業務の実施状況について、乙の業務に支障を生じさせない範囲内において、聞き取りや

書類の確認等を行うことができる。 

 

（補足） 

第７条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。この契約の締結を

証するため、本書２通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 

令和 １０年 ４月 ○○日 

 

委任者（甲） 弥富市立よつば小学校ＰＴＡ 

 

会  長  

（署名） 

 

 

受任者（乙） 弥富市立よつば小学校 

 

校  長  

（署名） 
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弥富市立よつば小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則（案） 

 

 

（目的） 

第１条 弥富市立よつば小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取り扱い

と活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿及び会員名

簿、行事などの記録、その他の個人情報データベース（以下、単に「個人情報データベース」という。）

の取扱いについて定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又

は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別で

きないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含

む。）をいう。 

（2）保有個人情報：本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行う

ことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の

生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発す

るおそれがあるもの以外をいう。 

（3）本人：前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者をいう。 

（4）役員：本会の役員会を構成する者をいう。 

（5）委員：本会の委員会を構成する者（役員を含む）をいう。 

（6）教職員代表：本会の役員会及び委員会に出席する教職員の代表者をいう。 

（7）従業者：本会の指揮命令を受け、本会の業務に従事する者をいう。 

 

（責務） 

第３条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報の保護に努

めるものとする。 

 

（管理者） 

第４条 本会における個人情報データベースの管理者は本会会長とし、管理者は、本会における個人情報

の収集、利用、管理および保存ならびに開示および訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。 

 

（取扱者） 

第５条 本会における個人情報データベースの取扱者は役員、委員、教職員代表とする。 

 

（秘密保持義務） 

第６条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に

知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（収集方法） 

第７条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示す

る。ただし、要配慮個人情報については取得しないものとする。 
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（周知） 

第８条 個人情報取扱いの方法は、総会資料や広報紙等で会員に周知する。 

 

（利用） 

第９条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（1）ＰＴＡ会費の徴収事務、管理業務 

（2）ＰＴＡ関連文書の送付 

（3）役員並びに会計監査・会員・委員の名簿の作成 

（4）委員選出並びに本部役員選出等の推薦活動 

（5）広報紙、ホームページへの掲載 

（6）イベントの名簿等の作成 

（7）問い合せまたは依頼等への対応 

（8）その他、事前にお知らせし同意を得た目的の場合 

 

（利用目的による制限） 

第１０条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的以外に個人

情報を取り扱ってはならない。 

  

 （管理） 

第１１条 個人情報データベースの管理者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の各号

に掲げる事項について、個人情報データベースの取扱者並びに業務委任受託者に適正な措置を講じなけれ

ばならない。 

（1）紛失、破損その他の事故防止 

（2）改ざんおよび漏えいの防止 

（3）個人情報の正確性および最新性の維持 

（4）不要となった個人情報の速やかな廃棄または消去 

 

（保管及び持ち出し等） 

第１２条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを

入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファ

イルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。 

 

（第三者提供の制限） 

第１３条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはなら

ない。 

（1）法令に基づく場合 

（2）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

（3）公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

（4）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１４条 個人情報を第三者（第 13 条第１号から第４号の場合を除く）に提供したときは、次の項目に
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ついて記録を作成し保存する。 

（1）第三者の氏名 

（2）提供する対象者の氏名 

（3）提供する情報の項目 

（4）対象者の同意を得ている旨 

 

 （第三者提供を受ける際の確認等） 

第１５条 第三者（第 13 条第１号から第４号の場合を除く）から個人情報の提供を受けるときは、次の

項目について記録を作成し保存する。 

（1）第三者の氏名 

（2）第三者が個人情報を取得した経緯 

（3）提供を受ける対象者の氏名 

（4）提供を受ける情報の項目 

（5）対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

 

（情報の開示） 

第１６条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿っ

てこれに応じる。 

 

（漏えい時等の対応） 

第１７条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ち

に管理者に報告する。 

 

（研修） 

第１８条 個人情報保護管理者は、本会役員、委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して、定期的

に、個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 

 

（苦情の処理） 

第１９条 苦情対応の責任者は、本会会長とし、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に

努めなければならない。 

 

（改正） 

第２０条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、本会役員会で協議・検討し、改定すること

ができる。本規則を改定した場合は、第８条に定める周知の方法をもって会員へ周知するものとする。 

 

附則 本規則は、令和１０年４月○○日より施行する。 

 

 



弥富市立よつば小学校ＰＴＡ 会計取扱規則（案） 
 
（目的） 

第１条 この規則は、弥富市立よつば小学校ＰＴＡ規約に基づく会計事務の取扱について定めることで、 
不正を防止し、公正かつ合理的な会計処理を目的とする。 

２ この規則に定めていない事項については、その都度本会役員会の決定によるものとする。 

 
（定義） 
第２条 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）本会：弥富市立よつば小学校ＰＴＡをいう。 
（2）総会：本会が、定期または臨時で行う総会をいう。 
（3）会計担当：書記・会計をいう。本会の会計事務を行う者及び本会から会計に係る業務を受任した

者をいう。 

（4）監事：本会の監事であり、会計監査を行う者をいう。 
（5）教職員代表：本会の役員会及び委員会に出席する教職員の代表者をいう。 

（6）全会一致：本会役員会全員の賛成または同意をいう。 

 
（会計の区分） 

第３条 本会における会計は、次の各号により区分する。これらの現金は金融機関に預金する。 
（1）一般会計 

主にＰＴＡ会費や繰越金などの収入と、単年度のＰＴＡ運営活動費、分担金など。 

（2）特別会計 
   独立採算を基本とし、一般会計からの繰り入れは行わないものとする。なお、使途については本会

役員会にて決定する。 

 
（予算の成立、予算の承認） 
第４条 本会に属する予算は年度当初に立案し、総会の決議を経て成立し、その年度の出納閉鎖後決算

を行い、総会の承認を得るものとする。 

 
（予算の流用） 

第５条 原則、予算の流用は行わない。ただし、やむを得ない事由による場合、本会会長がその流用の
合理性及び妥当性を確認した上で、承認するものとする。 

 

（決算余剰金の繰越） 
第６条 会計年度末決算における余剰金は、翌会計年度の収入として繰り越しする。 
 

（帳簿の作成） 
第７条 本会における収支は、処理日付、科目、摘要、収入金額、支出金額及び残高を記す帳簿を作成
し、予算の執行状況を把握できるようにしなければならない。 

（帳簿の保存期間） 

第８条 帳簿の保存期間は５年間とする。 
 

（予算の支出） 
第９条 本会における総会で決議された事業計画及び予算に基づき支出するときは、本会会長の承認を

必要とする。ただし、一度に支出する金額が５万円未満の場合は、これを省略することができる。 

２ 前項にかかわらず、児童の不安全など必要かつ緊急を要する臨時的費用の支出は、本会役員会での
決定により支出することができる。 
３ 前２項いずれの場合も、学校職員の人件費・旅費、教育活動費（学習指導要領に基づく教育を行う

ために必要な経費）、学校施設の建設や整備、保守管理、維持修繕に必要な経費、学校の設備及び備品
の整備や保守管理、維持修繕に必要な経費、学校管理運営経費（光熱水費等）など、学校共通の教育水
準維持に必要な経費は公費負担で賄うべきものであるため、本会からの支出は行わない。 

（現金の出納管理） 

第１０条 会計担当は、予算を超えない範囲において領収書又は請求書の提出を受けて支出するものと
し、領収書又は請求書のない支払いを認めない。 

２ 前項に定める領収書は、購入物品及び単価が明らかとなる「レシート」等を用いるものとする。 

資料 ８－⑤ 



３ 第１項にかかわらず、第 12条に定める交通費のうち、鉄道及びバス運賃は領収証の提出を省略する

ことができる。 
４ 本会会計担当が現金を収受したときは、相手方に宛名、領収金額、但し書き及びこの会の名称を記

した領収書を発行するものとする。なお、担当者名の押印は不要とする。 
 

（仮払金の取扱い） 

第１１条 会計担当は、費用の立て替え払いが困難である旨の申し出を受けた場合、仮払いにて費用を
支払うことができる。 
２ 前項による仮払金を受けた者は、指定された期日までに領収書と残金を本会会計担当に返納して精

算しなければならない。 
 
（交通費の支出） 

第１２条 本会の会員が必要なＰＴＡ活動により弥富市外に出張するときは、最小限の人数とし、下記

の交通費を支出する。 
 弥富市内：一律５００円、海部地区内：一律１,０００円、海部地区外：２,０００円 

  

（保護者、児童又は教職員等に対する慶弔見舞金の取扱い） 
第１３条 「弥富市小中学校ＰＴＡ連絡協議会申し合わせ事項（単Ｐ分）」の内容に準ずる。 

 
（本部役員に対する活動費の引き渡し） 

第１４条 会計担当は、各役員の活動費として、各役員に小口現金を引き渡すことができる。 

２ 引き渡しする小口現金の額は、年１万円を上限とし、会計担当が求めた場合、各役員は出納状況を報
告しなければならない。  
 

（特別会計の管理） 
第１５条 会計担当が適宜、出納管理し、事業終了後は監事立ち合いにより残金等を確認し、指定する
期日に監査を実施するものとする。後日、本会役員会にて報告を行う。 

 

（会計監査の実施） 
第１６条 会計処理した事項については、監事による監査を受けなければならない。監事は会計監査結

果を総会にて報告するものとする。 
 

（規則の改定） 

第１７条 この規則の改定は、教職員代表が参加する本会役員会で協議・検討し、本部役員の３分の２
以上の承認を得ることを要する。 
 

 
 
附則 本規則は、令和１０年４月○○日より施行する。 



備考

NO 部会 事項 内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 学校運営 その他 校名 選定方
法決定

応募
7/1-
8/20

選定
①

児童
投票

選定
②

校名
案

決定

決定
工事費に係る国の補助金申請のた
め、6年度中に決定することは必要。

2 学校運営 その他 校歌 作曲者
打診

基本方
針協議 承認 要綱

策定
要綱
施行

制定委
員会①

作曲
開始

制定委
員会④

制定委
員会⑤ 楽曲配付・練習開始

校歌額
制作依
頼

3 学校運営 その他 校旗・校章

4 学校運営 その他 公印・職印 検討 見積

5 学校運営 学校運営 校訓 部会① 第1案 部会② 第2案 部会③ 決定

6 学校運営 学校運営 学校教育目標 部会① 第1案 部会② 第2案 部会③ 決定

7 学校運営 学校運営 学校運営方針 先進校
視察

日課等
検討

部会① 部会② 部会③ 完成

8 学校運営 学校運営 校務分掌 完成

9 学校運営 学校運営 教職員配置（県） 教育⻑
面談

県面談 教育⻑
面談

県面談 教育⻑
面談

県面談 教育⻑
面談

県面談

10 学校運営 学校運営 市雇用会計年度職員配置 教育⻑
面談

教育⻑
面談

教育⻑
面談

教育⻑
面談

調整 調整 配置

11 学校運営 閉校 閉校式 検討 見積 原案 細案 実施
閉校式の時間は各校重ならないよ
うに予定する

12 学校運営 閉校 閉校地域記念イベント 実行委員会発足 検討 見積 実施 イベント開催は各校にて決定する

13 学校運営 閉校 閉校記念誌 見積 各校にて決定する

14 学校運営 閉校 閉校記念品 見積 各校にて決定する

15 学校運営 開校 開校式 原案 細案 ４月開校式

1 教育計画 交流 事前交流計画
4小防
災キャ
ンプ

検討 検討 検討 １年
６年（４
小防災
キャン
プ）

４年
検討

３年
2年
5年
検討

検討 １年 特別
支援

２年

３年
６年（４
小防災
キャン
プ）

４年
５年

検討 実施
R7全学年
R８特別支援学級
R9児童会・全学年・特別支援学級

2 教育計画 交流 特別支援交流 検討 実施 実施 情報
交換

検討 実施 実施

3 教育計画 心のケア 心のケア支援（SC配置含む） 教育⻑
面談

調整 配置 情報
交換

調整 配置

4 教育計画 教育課程 教育課程編成 提案 調整 決定

5 教育計画 教育課程 日課表 提案 調整 決定

6 教育計画 年間計画 年間行事計画 提案 調整 決定

7 教育計画 年間計画
集団宿泊的行事
（修学旅行・野外活動）

検討 方向
決定

修学旅
行業者
選定

検討
４小合
同野外
活動

検討

8 教育計画 学級編成 学級編成 検討 調整 決定

9 教育計画 総合 総合的な学習計画（ふるさと教育を含む）

10 教育計画 特活 特別活動の指導計画
11 教育計画 道徳 道徳教育の全体計画（別葉を含む）
12 教育計画 生徒指導 生徒指導（生活の内規を含む）
13 教育計画 キャリア キャリア教育
14 教育計画 ICT ICT教育
15 教育計画 図書館 学校図書館の指導計画
16 教育計画 健康 健康教育
17 教育計画 食育 食に関する指導（食育）
18 教育計画 現職教育 現職教育
19 教育計画 評価 評価

20 教育計画 児童会 児童会 選挙
閉校式
開校式企
画

21 教育計画 児童会 委員会 選挙

22 教育計画 教材 副教材の購入 検討 決定 発注

23 教育計画 その他 卒業アルバム 検討情報交換 データ共有卒業アルバム
業者選定

検
 
討

中
間
校
正

検討

修学旅行
仕様検討

修学旅行
選定委員会

発足

情報提供

情報交換

情報交換

情報交換

情報交換

情報交換

情報交換 実施（低）

情報交換

情報交換

予算要望

予算要望

検討

発注準備・発注

発注準備・発中

発注・納品

よつば小卒業アルバム用各学年ページ作成（各校）

最
終
校
正

来賓案内

野外活動
説明会

方
向
決
定

完成・発表

予算要望

予算要望

予算要望

検討

検討

来賓案内

発注・納品

小学校再編に向けた進行計画                 R8 3.12
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

委員公募決定
言葉募集
出前授業

ワークショップ
制定委員会②

ＷＧ・制定委員
会③作曲依頼

予算要望

予算要望

決定方法の検討・作成依頼

原案作成・検討

条例
改正

資料９



備考

NO 部会 事項 内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 施設資料 工事関係
新築棟・既存校舎等⻑寿命化工事設
計

4/17
委託
契約

基本設計（〜12/6（納品）） 実施設計（〜R7.6.30（納品）） 確認申請（2.5ケ月） 起工式
10/16

契約期間          R6.4.18〜R7.8.29
建築確認申請   R7.6〜R7.8

2 施設資料 工事関係
新築棟・既存校舎等⻑寿命化・外構
工事

補正
予算
計上

 契 約 業 務
工事（９月議決後〜R10.3）

3 施設資料 工事関係
新築棟・既存校舎等⻑寿命化・外構
工事監理

補正
予算
計上

 契 約 業 務
監理（〜R10.3）

5 施設資料 工事関係 負担金申請関係書類（新築校舎）
認定
申請

状況報告（4半期ごと） 状況報告（4半期ごと） 実績報告

6 施設資料 工事関係 交付金申請関係書類（⻑寿命化） Ⅰ期工事 状況報告（毎月） 実績報告 Ⅱ期工事 状況報告（毎月） 実績報告

7 施設資料 校務支援 サーバー管理 検討 見積 予算 新築校舎作業開始
8 施設資料 校務支援 校務支援システム移行 検討 見積 予算 作業開始
9 施設資料 校務支援 職員PCの調整と移動 検討 見積 予算 新築校舎作業開始

10 施設資料 ICT タブレット搬入 検討・準備・実施
11 施設資料 ICT ICT備品確認・調整 検討・準備・実施
12 施設資料 ICT 電⼦⿊板等の移動と調整 検討・準備・実施
13 施設資料 文書 書類の整理保管・移動・廃棄 検討・準備・実施 順次廃棄を進める
14 施設資料 会計事務 振替口座作成依頼 検討・準備・実施 保護者依頼
15 施設資料 会計事務 令和９末 積立残金の統一 検討・準備・実施 ４校で進めていく
16 施設資料 会計事務 各種会計簿の残金確認 検討・準備・実施 ４校で進めていく
17 施設資料 施設設備 エアコン移動 検討 予算 実施はR10年以降
18 施設資料 施設設備 備品台帳の整理 検討・準備・実施
19 施設資料 施設設備 必要備品の調整 検討・準備・実施
20 施設資料 施設設備 不要備品の調整 検討・準備・実施 随時、壊れているものは破棄する

21 施設資料 施設設備 新小学校への備品運搬 検討・準備 見積 予算 移設
22 施設資料 施設設備 不足分の備品購入 検討・準備 見積 予算 移設
23 施設資料 施設設備 教室配置 出前

授業 設計 新築工事 見積 予算 新築完成 入札 設置 教室の机等はR9は現在のものを使用し、R10
開校から新しい机等を設置

24 施設資料 施設設備 給食室配置 設計 保健所確認 補正予
算計上 工事

25 施設資料 施設設備 職員室座席 設計 見積 予算 入札 設置 職員室は新築校舎へ

26 施設資料 施設設備 児童・職員下駄箱 設計 見積 予算 入札 設置 下駄箱は新築校舎へ

27 施設資料 施設設備 駐車場 設計 補正予
算計上 工事 校舎解体 工事

28 施設資料 施設設備 校内LAN整備 . 検討 見積 予算 入札 新築校舎作業開始 旧校舎作業開始

29 施設資料 図書 図書室の蔵書の調整と移動 検討・準備・実施 移設 順次廃棄を進める

30 施設資料 その他 歴史的資料・書籍 検討・調査 移設

1 通学路・バス バス スクールバス 保護者地
域説明会 予算要望 契約 予算

2 通学路・バス 通学路 通学路の指定 部会

3 通学路・バス
通学路・
バス

通学体験（バス試行含む） 徒歩通学者の徒歩通学体験も学校・
家庭と相談の上実施予定

4 通学路・バス
通学路・
バス

スクールガードの活用 学校運営部会と連携していく

5 通学路・バス
通学路・
バス

乗車確認 アプリの活用 契約 スクールバス試走

1 地域学校協働 組織 PTA組織運営 部会① 協議 部会② 役員会承認

2 地域学校協働 組織 学校評議員会 部会① ４小学校合同学校評議員会 ４小学校合同学校評議員会

3 地域学校協働 組織 地域学校協働活動 WG① 部会① WG② 部会② WG③ 部会③ WG④ 部会④ WG⑤ 部会⑤ WG⑥ 部会⑥

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

事前調査

事前調査

予算要望

プロポーザル

実績報告

交付申請

スクールガード等に係る人員公募スクールガード等に係る方針の検討

徒歩通学路検討
徒歩通学路に係る危険箇所に関する申請書の
検討・作成、関係課に提出・要望
部会（12月） 申請書提出期日（３月13日）

           通学路等危険箇所等の対応
徒歩通学路（仮）検討・確認

スクールバス試走
乗車人数決定

スクールバス試走

校舎新築   R7.11〜R9.3
⻑寿命化改良 R8.7〜R10.2
給⾷室増築  R9.4〜R9.9
校舎解体   R9.9〜R9.12
外構工事   R7.11〜R10.3

交付申請
   交付決定

学校教育課・財政課
・市⺠協働課とすり合わせ

路線・台数決定

⻑寿命化完了

保健所使用前検査

学校教育課・財政課
・市⺠協働課とすり合わせ

新役員選出 新役員会

方針決定

ＰＴＡ組織・規
約等情報共有

ＰＴＡ組織・規約
等素案作成

ＰＴＡ新規約
原案作成

総会方針説明
（各学校）

役員会
打合せ 総会承認

議会

議会

交付申請

バス停候補地改定（３月）



地域説明会は、開校するまでその
都度開催していく

2 再編委員会 2回 3回 ４回 ５回 1回 ２回 ３回 予定 予定 予定 予定 予定 予定設置（5/16）1回

1 地域説明会

5/11・23・25・27・29・6/9・10保育所小学校役員説明
5/19・6/6・25地区学区区⻑会説明
7/6・13．14保護者スクールバスワークショップ
7/27・8/3地域⼀般住⺠説明 説明会

9/5・30…出張説明会（十東小）
10/16出張説明会（栄南小）
10/6・9・16・23…出張保護者説明会（再編４小）
         ※ 就学時健診保護者対象
11/8…出張保護者説明会（大藤小：合唱発表会）
11/13…出張保護者説明会（十⻄小：学習総合発表会）
    よつば小建設工事に係る保護者説明会
11/14…出張保護者説明会（十東小：学習発表会）
12/5 保育所説明（大藤・栄南・十四山）
2/20…出張保護者説明会（栄南小：えいなんこ発表会）

11/1保育所説明
12/8はばたき説明

1/25地域⼀般住⺠説明

2/20・2/24→弥富はばたき幼稚園・ひのではばたきこども園・再編４小
校区外の保育所・保育園・幼稚園在園（在所）の保護者への再編資料配付



 

弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 
 １０月１０日（金）本年度２回目の再編委員会 
を開催しました。前回の再編委員会から、約４か 
月の間の各部会からの進捗の報告を中心に話し合 
いが行われました。その中で、委員の皆様から様 
様なご意見やご質問等をいただきました。 
 
 

◇ ８月２０日（水）に開催されたワークショップでの出席人数と参加者の内訳は？ 
 → ◆ ３３名【地域の方（１１名）・学校の先生（５名）・中学生（６名）・小学校保護者（５名） 等】です。 

 ◇ 校歌制作に向けての校歌のワードチョイスは、学校教育目標が判断基準となるのでは？ 
  → ◆ その通りです。 
 ◇ よつば小学校の日課を検討する上で、大阪市立長原小学校を選んだ経緯は？ 
  → ◆ 午後の日課について考えたいことと、チーム担任制を導入した成果や課題につい

て、調査・検討をするために選びました。 
 ◇ よつば小学校の建設業者（施工・建築管理・設計等）はどこか？ 
  → ◆ 【施工】大栄・弥富特定建設工事共同企業体（弥富市） 

【建築管理】加藤建築事務所（刈谷市）、【設計】内藤建築事務所名古屋事務所（名古屋市） 
 ◇ 夏場の熱中症対策として、徒歩通学路圏内のスクールバス送迎は考えているか？ 
  → ◆ 熱中症対策の検討をしているが、徒歩通学圏内のスクールバスによる送迎は現 

段階では考えていない。 
 ◇ 十四山西部小学校西側の雨水対策は大丈夫か？ 
  → ◆ 土木課と連携しながら行っていく。 

◇ 徒歩通学路の危険箇所等の対策として、今後、蟹江警察との連携はされるのか？ 
  → ◆ 今後、通学路を検討していく上で、蟹江警察とも連携しながら検討していく予 

定である。 
□ 最近、再編４小学校区をナンバー無しの車や赤ナンバーの車が多く走っているのを見 
かけ、心配である。蟹江警察等と連携して、子どもたちの登下校が安全になるように対 
策してほしい。 

 □ よつば小建設に関わった人々について、見える形で何かを残せるとよい。 
 □ 十四山西部小学校のホームページで、今後のよつば小学校建設工事の進捗の様子を随 

時更新していく。 
  
 
 ９月５日（金）・３０日（火）の２回、十四山東部小 
学校ＰＴＡ役員様から通学路・スクールバスを中心に説 
明してほしいという依頼があり、出張説明会を開催しま 
した。とても有意義な会となり、ありがとうございました。 

第 13号 

2025.10.21  

弥富市教育委員会 

 出張説明会、ぜひご用命ください！ 



＜各部会の経過報告及び今後の見通し＞ 

🍀経過報告 ○今後の見通し  

学校運営部会 

〔校歌について〕 
🍀７月１８（金）～８月１８日（月）よつば小学校の「校歌の歌詞に入
れたい言葉・フレーズ」と同時に校歌制定委員も募集。 

🍀７月１４日（月）～１７日（木）市教委担当者による出前授業 
○【１０月】第１回校歌制定委員会を開催。校歌制定委員の委嘱。 
 ※新しい校歌の基本構想や制作のスケジュール等を確認する。 
○【１１月】「校歌の歌詞に入れたい言葉・フレーズ」について、ワー
クショップを通して、整理・集約・統合し、歌詞として検討しやすい
形に取りまとめる。 

○【１１月】第２回校歌制定委員会を開催 
 ※校歌歌詞の検討を行う。 
○【１月】第３回校歌制定委員会を開催 
 ※歌詞の決定 
〔学校日課について〕 
○【１０月】大阪市立長原小学校等の先進校の視察をしながら、参考資
料を整えた上で検討を始める。 

教育計画部会 

🍀９月１８日（木）第２回教育計画部会 ※大藤小 
〔交流活動について〕 
○１０月２８日（火）１年生「わくわく交流会」 ※十西小 
○１１月１８日（火）６年生「４小合同防災キャンプ」 ※ＴＫＥスポセン 
○１２月１８日（木）４年生「わくわく交流会（仮）」 ※十西小 
○１月１４日（水）３年生「 （未定） 」 ※栄南小 
○２月１８日（水）２年生「 （未定） 」 ※大藤小 
○２月２５日（水）５年生「 （未定） 」 ※十東小 
〔部会について〕 
○１１月２５日（火）第３回教育計画部会 ※大藤小 

施設資料部会 

🍀６月２５日（水）第２回施設資料部会の実施。 
 ※設計の意見・質問聴取・備品台帳の整備、作業スケジュール等の協議。 
〔よつば小学校の建設について〕 
○１０月１６日（木）起工式 
○１１月１３日（木）工事の説明会を開催。 
○１１月下旬 仮囲いを行い、工事開始。 

通学路 
スクールバス

部会 

🍀７月２８日（月）第１回通学路スクールバス部会 ※栄南小 
🍀９月５日（金）出張説明会（通学路・スクールバスについて） ※十東小 
🍀９月３０日（火）よつば小学校徒歩通学路に係るＰＴＡ集会 ※十東小 
○徒歩通学圏の通学路及びバス停候補地までの通学路の検討 

地域学校 
協働部会 

〔ＰＴＡ組織運営の検討について〕 
🍀４月「ＰＴＡ部会」を「地域学校協働部会」に名称変更した。 
🍀５月 よつば小学校ＰＴＡに「よつば小との業務委任契約」「個人情
報取扱規定」「会計規定」「加入意思確認」等を取り入れたＰＴＡ規約
の原案を作成。 

○１１月 第１回地域学校協働部会を開催し、ＰＴＡ規約の原案につい
て検討。 

○１月 第２回地域学校協働部会を開催し、ＰＴＡ規約について関係４
小学校ＰＴＡにおいて承認を得る。 

その他 
○小学校再編に向けた進行計画について 
○よつば小学校工事に係る保護者説明会について 

 
 本会議の次第、資料等をＨＰ上で公開しています。 

ぜひ、ご覧ください。【弥富市教育委員会ホームページ】→ 

 
 



 

弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 
 １０月２８日（火）十四山西部小学校体育館で、再編４小学校１年生の子どもたちを対象に、
交流会を開催しました。交流会のゲームは、『であってばったり「よろしくね！」ゲーム』、『み
んなにきいてね！○×ゲーム』、『キャプテンはだれだ！ゲーム』、『じゃんけんれっしゃ』の４
つを行い、４小学校の子どもたちが自然に交わることができる内容で行いました。令和１０年
のよつば小学校開校時は４年生となる１年生の子どもたちは、交流会が始まる前は、緊張して
いる様子でしたが、レクリエーションを進めていくにつれ打ち解け合っていきました。帰る際
には、十四山西部小学校１年生のみなさんが、お見送りをしてくれました。子どもたちは笑顔
で手を振り、「またあそぼうね」、「つぎあえるのがたのしみ」などの声が交わされ、その姿から
楽しい時間を過ごせたことが伝わりました。また、子どもたちと４小学校の先生方との交流も
でき、引率教諭からも「この交流会は、子どもたちにとってとても大きな意義がありますね」と
いう声も聞くことができました。本年度は、再編４小学校の全学年の交流会を計画しています。
他学年の交流会でも子どもたちの心と心をつなぐ素敵な交流の機会をつくりあげていきます。
裏面に、１年生の子どもたちの感想を掲載します。ぜひ、ご覧ください。 
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2025.11.7  

弥富市教育委員会 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 わくわく交流会に参加した、１年生の感想です！ 



 

弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 
 
 
 
 １１月１８日（火）ＴＫＥスポーツセンターで、再編４小学校の６年生の子どもたちを対象
に、合同防災キャンプを開催しました。本年度も、愛知黎明高校総務委員会の生徒の皆さんを
含めた８つの地域の企業・団体様のお力添えをいただきました。小学生と高校生が交ざりなが
ら体験できるように内容を工夫し、新たな出会いと交流の場を企画しました。子どもたちは、
炊き出し体験、心肺蘇生法、レインポンチョ作り、毛布担架体験等、数多くの体験活動を交えた
防災学習を行いました。 

災害はいつ・どこで・誰と・どのような形で起こるか分かりません。今回の経験を通して、子
どもたちは様々な立場や世代の人との関わりを経験したことで、自助・共助・公助の大切さを
実感し、防災に関する知識や意識を深めました。また、再編４小学校の６年生が、地域の仲間・
地域の高校生・地域の企業や団体様等と防災について学ぶ場を経験することを通して、今後、
地域を守る大人になってくれたら幸いです。今回の防災キャンプを進める上で、ご理解・ご協
力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。 

この合同防災キャンプが大変有意義な防災教育となったことが、子どもたちの感想から伝わ
ります。 
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弥富市教育委員会 

 

合同防災 

キャンプの 

６年生の 

感想です！ 



 

弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 
 １２月１日（月）よつば小学校校歌制定委員会中学生ワークショッ 
プに、弥富中学校の再編４小学校の卒業生１１名が参加しました。「ふ 
るさとにずっと愛される校歌を」という思いをもってグループに分か 
れ、中学生の知恵と感性で少しずつまとめていきました。今後、これ 
までに市民の皆さんや再編４小学校の子どもたちから集まった校歌に 
入れたい「言葉」や「フレーズ」を校歌制定委員会で、さらに練り上 
げていきます。 
 
 
 
 
 
 １１月１３日（木）十四山西部小学校の学習総合発表会の後、十四山西部小学校の保護者の
方を対象に、同日１８時からは４小学校保護者及び近隣の方を対象に「小学校再編工事に係る
説明会」を開催し、その翌日から、新校舎建設に向けた工事が始まりました。工事関係者の方々
は、子どもたちが安心して安全に学校生活が送れるよう、細心の配慮をしながら工事を進めて
くださっています。 

工事期間中は、子どもたちだけでなく保護者・地域の皆様、 
その他関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理 
解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。また、 
工事の進捗状況は、十四山西部小学校ホームページトップ画 
面上にある「 よつば小に向かって」のバナー、もしくは、 
右にあるＱＲコードからも確認することができます。そちら 
も、ぜひご覧ください。 
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2025.12.5  

弥富市教育委員会 

★ 工事の進捗状況については 

こちらを！（十四山西部小 HP） 

プール西側を 
仮駐車場にしました。 正門を撤去しました。 運動場西側が 

工事エリアです。 



弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 

１２月１８日（木）十四山西部小学校体育館で、再編４小学校の４年生を対象に、わくわく交
流会を開催しました。４年生の子どもたちは、現在通っている４小学校の最後の卒業生となり、
よつば小学校開校時は弥富中学校１年生となる学年です。この交流会を実施した意図として、
多くの仲間と時間を共有することで、３年後の中学校生活にスムーズに移行できる人間関係を
構築するきっかけとしてほしいとともに、今後子どもたちの住む地域（ふるさと）の学校とし
て「よつば小学校」のことをより知ってもらうことで、「よつば小学校」に愛着をもてるように
なってほしいという願いを込めました。 

十四山西部小学校がホスト校となり、「名刺であいさつ」「交流クイズ大会」を行いました。感
想を見ると、子どもたちにとって楽しい素敵な時間になったことが伝わります。交流会終了後、
子どもたちはよつば小学校新築棟工事現場を見学して、新しい校舎のイメージを膨らませてい
ました。今後も、子どもたちの一つ一つの出会いの場を大切に積み上げていきます。 
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弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
１月１４日（水）再編４小学校の３年生は、栄南小学校体育館に集い、わくわく交流会を楽し

みました。３年生は、２年生の時も交流会を実施し、１年ぶりの再会となった子どもたちの笑
顔から、前回よりもより絆が結ばれていることを感じることができ、再編に向けての交流を積
み重ねる意義を確信する交流会となりました。『ひたすらじゃんけん』『集合ゲーム』『新聞にら
めっこ』のゲームを通してエネルギッシュにチームワークよく楽しめる交流会での子どもたち
の姿は、よつば小学校開校時の６年生として頼もしい成長が今後大いに期待できるものでした。
次に出会える日も楽しみです。 
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2026.1.22  

弥富市教育委員会 

『ひたすらじゃんけん』 

他校のたくさんの友達と、

リズムよくいっぱいじゃんけ

んで交流しました！ 

『新聞にらめっこ』 

１枚の新聞紙から、「や・

と・み・し・り・つ・よ・つ・

ば・小・学・校」の文字をみ

んなで肩を寄せ合い、協力

しながら見つけました！ 

『集合ゲーム』 

「同じ誕生月の人で集合！」の合図で、

４小学校みんなで声を掛け合ったり、

指で示したりして積極敵に交流しまし

た！その結果．．．ミッション大成功！ 



弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 

「よつば小学校」の校歌制定委員会では、ここまでに市民や再編対象小学校児童から「校歌に

入れたいワード・フレーズ」の募集を行いました。１２月１日には、再編対象小学校の卒業生に

よるワークショップを行い、集まったたくさんの言葉を集約しました。 

 「よつば小学校」の校歌は４番までの構成を検討しています。それぞれを「一つ葉」「二つ葉」

「三つ葉」「四つ葉」と呼ぶことを考えています。それぞれの「葉」にはテーマがあります。 

四つの葉の共通テーマを 『しあわせ』とし、 

「一つ葉」には 『ひらく みつける』 

「二つ葉」には 『わをなし わかちあう』 

「三つ葉」には 『のぞむ しんじる あいする』 

「四つ葉」には 『きづき ひろげる』 

という願いを込め、４番となる「四つ葉」は、６年生が卒業 

の時だけに歌うことができる“特別な歌”とします。 

 現在は、校歌制定委員会委員の中の４名によるワーキンググループにおいて、作詞を行って

います。「よつば小の子どもたちが校歌を歌うことで力がみなぎり自信をつける応援歌にした

い」「弥富の美しい風景を表す色彩が脳裏に浮かぶようにしたい」「中学生が選んだ言葉をふん

だんに使いたい」「再編対象小学校に共通する校訓をさりげなく入れたい」「歌詞に迷いなく、

元気いっぱいに歌い上げられるものにしたい」と、活発な意見交換がなされました。 

次回のワーキンググループでは、いよいよ歌詞の草案ができあがる予定です。新しい学校、新

しい校歌を創り出すことにこの上ない喜びと大きな責任を感じながらの会となりました。 
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2026.1.28  

弥富市教育委員会 

 

★ 工事の進捗状況に 

ついてはこちらを！ 

現在は、基礎杭の掘削作

業、鉄筋の建込が行われ、コ

ンクリートの打設が進められ

ています。ミキサー車の台数

も増え、着々と新築校舎の

基礎作りが進んでいます。 

杭は２７本にもなり、３階

建て校舎をしっかりと支え

ます。 



弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 
 

２月１８日（水）大藤小学校で、よつば小学校開校時５年生となる現在２年生の子どもたちの

交流会を開催しました。各学校の自己紹介から始まり、『ロンドン橋』『ハンカチ落とし』『じゃ

んけん列車』のレクリエーションを通して楽しい交流会になりました。大藤小学校２年生の子

どもたちが、司会となり頑張って進め、ホスト校として精一杯のおもてなしを感じるものでし

た。その気持ちが他の３校の２年生にも伝わり、笑顔いっぱいの交流会になりました。令和１

０年度５年生となる子どもたちのパワーと頼もしさを垣間見ることができました。 
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弥富市教育委員会 

『ロンドン橋』 『じゃんけん列車』 『ハンカチ落とし』 “ドキドキ“ ・ “わくわく” 

 

   

 

 
   

 
あ
り
が
と
う 

 



弥富市小中学校未来構想に基づく 

  

 
 
 

２月２５日（水）十四山東部小学校で、５年生のわくわく交流会を開催しました。よつば小学

校開校時に中学２年生になる子どもたちは、来年度６年生での防災キャンプでの再会を楽しみ

にしながら、今回のわくわく交流会を楽しみました。アイスブレイクでの『Seven Steps』で

は、どの学校も英語学習で慣れ親しんだ活動を生かしてグループづくりを楽しみました。その

後、４小学校それぞれの５年生がこれまで学習してきたことの発表を通 

して学校紹介をしました。この５年生の交流会が本年度の４小学校の最 

後の交流会となります。交流会での子どもたちの笑顔や思い・願いを、 

来年度も小学校再編整備計画を進める上で大切にしていきます。 
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『Seven Steps』 
ちがう小学校の友

達といろいろなペア

になって楽しみまし

た！和やかに自己紹

介ができました！ 

『学校紹介』 
４小学校それぞ

れ趣向を凝らした

発表から、新しい

発見がや学びが

ありました！ 

「十四山東部小」は、“SDGｓについて、「十四山西

部小」は総合学習で学んだ“福祉の学習”や“校外学

習”について、「大藤小」と「栄南小」は、“野外活動”に

ついての発表をしました。歌やダンス、クイズ、寸劇

など、どの学校も魅力的な発表でした！ 

『フリートーク』 
交流会の感想や、新しい友達のこと・学校のことなど、

より一歩深くお話しし合って楽しい時間になりました。 


